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六ヶ所再処理施設における
有毒ガス防護に関連する基準に
対する適合性の確認について

【公開版】

1

については商業機密の観点から公開できません。
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【再処理施設の安全設計の基本方針】
 再処理施設は，平常時から事故時に至るいかなる状況下においても，その安全性を確保し，再処理施

設からの放射性物質の放出による公衆の放射線障害を防止する。
 このために，再処理施設の特徴を踏まえ，設備による安全確保及び要員による安全確保が可能な設計

とする。

【既許可での有毒ガス防護】
 有毒ガスは，安全設計の基本方針で定める設備及び要員による再処理施設の安全確保のための対応

を阻害する環境条件（ハザード）の１つとして，既許可で考慮していた。

２．再処理施設の特徴と既許可での有毒ガス防護

【再処理施設の特徴】
 放射性物質・化学物質が多数の工程・機器に広く分散して存在し，種類，形態も様々。
 事故時には，放射性物質の発生に加え，化学物質の漏えいや有毒ガスの発生が想定される。
 放射性物質を常温，常圧，未臨界で取り扱うため，事象進展が比較的緩やかで，現場での作業可

能な状態や時間的余裕が確保できる。
 重大事故等対策では主に可搬型設備を使用することから，制御室及び緊急時対策所に加え，屋内外

の現場も作業地点となる。

 再処理施設で取り扱う化学薬品を保有する機器等は，化学薬品が漏えいし
難い設計とする等の安全設計を採用。

 放射性物質の閉じ込めのための安全上重要な構築物の壁や換気設備（排
風機，ダクト，主排気筒等）は，設計基準において想定する地震によっても
機能を損なわないよう堅固な設計を採用。

上記を踏まえた
安全設計

＜関連する整理資料＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8









再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 適合のための設計方針

（制御室等）
第二十条 １～２ （略）
３ 設計基準事故が発生した場合に再処理施設の安全性を確保するための措置をとるため，
従事者が支障なく制御室に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるための操作
を行うことができるよう，次の各号に掲げる場所の区分に応じ，当該各号に定める設備を設
けなければならない。
一 制御室及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍 工場等内における有毒ガスの発生
を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制御室において自
動的に警報するための装置
二 （略）

設計基準事故が発生した場合（有毒ガスが発生した場合を含む。）に再処
理施設の安全性を確保するための措置をとるため，従事者が支障なく制御室
に入り，又は一定期間とどまり，かつ，当該措置をとるための操作を行うことが
できるよう，次の各号に掲げる場所の区分に応じ，当該各号に定める設備を
設ける設計とする。

想定される有毒ガスの発生時において，有毒ガスが運転員に及ぼす影響により，
運転員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有する施設の安全機能が損
なわれることがない設計とする。
そのために，事業指定基準規則第九条及び第十二条に係る設計方針を踏ま
えて，敷地内外の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガスが発生した
場合の影響評価（以下「有毒ガス防護に係る影響評価」という。）を実施する。
敷地内外の固定源に対しては，運転員の吸気中の有毒ガス濃度が，有毒ガ
ス防護のための判断基準値を下回ることを評価により確認した。したがって，有
毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するための装置を設置す
る必要はない。なお，万一に備え，敷地内外の可動源に対する対策と同様の
対策をとる。
敷地内外の可動源に対しては，「1.7.16.2 再処理施設における化学薬品
取扱いの基本方針」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏え
い又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手した
者等）が中央制御室の運転員（統括当直長）に連絡することにより，中央
制御室の運転員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける
設計とする。また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒ガ
スから制御室の運転員を防護できる設計とする。なお，連絡を受けた中央制
御室の運転員（統括当直長）は，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施
設の制御室の運転員並びに緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等
の対処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に対して
有毒ガスの発生を連絡する。

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

第20条 （制御室等）
４ 第３項に規定する「従事者が支障なく制御室に入り，又は一定期間とどまり」とは，事
故発生後，事故対策操作をすべき従事者が制御室に接近できるよう通路が確保されて
いること及び従事者が制御室に適切な期間滞在できること並びに従事者が交替のため接
近する場合においては，放射線レベルの減衰及び時間経過とともに可能となる被ばく防護
策を採り得ることをいう。「当該措置をとるための操作を行うことができる」には，有毒ガスの
発生に関して，有毒ガスが制御室の運転員に及ぼす影響により，運転員の対処能力が
著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれることがないよう，有毒ガスの発生時にお
いて，制御室の運転員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以
下とすることを含む。

５ 第３項第１号に規定する「有毒ガスの発生源」とは，有毒ガスの発生時において，運
転員の対処能力が損なわれるおそれがあるものをいう。「工場等内における有毒ガスの発
生」とは，有毒ガスの発生源から有毒ガスが発生することをいう。「工場等内における有毒
ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に制
御室において自動的に警報するための装置」については「有毒ガスの発生を検出し警報す
るための装置に関する要求事項（別記４）」によること。

事業指定基準規則の条項のうち，「再処理施設の設計及び工事の方法の技術基準に関する規則等の一部
を改正する規則」（平成29年原子力規制委員会規則第６号）に基づき改正された条項の要求事項に適
合するよう，設計方針を定める。

 事業指定基準規則第二十条及び同規則解釈第20条に対する適合のための設計方針
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（１）追加要求事項に対する適合性（第20条）

＜関連する整理資料＞
第20条 整理資料 本文１．３



再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則 適合のための設計方針

（緊急時対策所）
第二十六条 （略）
２ 緊急時対策所及びその近傍並びに有毒ガスの発生源の近傍には，有毒ガスが発生し
た場合に適切な措置をとるため，工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置
及び当該装置が有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報す
るための装置その他の適切に防護するための設備を設けなければならない。

想定される有毒ガスの発生時において，有毒ガスが必要な指示を行う要員に
及ぼす影響により当該要員の対処能力が著しく低下しないよう，当該要員が
緊急時対策所内にとどまり，事故対策に必要な指示を行うことができる設計と
することで，安全機能を有する施設の安全機能が損なわれることがない設計と
する。そのために，事業指定基準規則第九条及び第十二条に係る設計方
針を踏まえて，敷地内外の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス
防護に係る影響評価を実施する。
敷地内外の固定源に対しては，当該要員の吸気中の有毒ガス濃度が，有
毒ガス防護のための判断基準値を下回ることを評価により確認した。したがって，
有毒ガスの発生を検出するための装置や自動的に警報するための装置を設
置する必要はない。なお，万一に備え，敷地内外の可動源に対する対策と
同様の対策をとる。
敷地内外の可動源に対しては，「1.7.16.2 再処理施設における化学薬品
取扱いの基本方針」に示した化学薬品の安全管理に係る手順に基づき，漏
えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関から情報を入手し
た者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した中央制御室の運転員
（統括当直長）が，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対
処に必要な指示を行う要員（非常時対策組織本部の本部長）に連絡する
ことで，緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指
示を行う要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備を設ける設
計とする。また，換気設備の隔離，防護具の着用等の対策により，有毒ガ
スから緊急時対策所の設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員を防護できる設計とする。

再処理施設の位置，構造及び設備の基準に関する規則の解釈

第26条 （緊急時対策所）
１ 第２項に規定する「有毒ガスの発生源」とは，有毒ガスの発生時において，指示要

員の対処能力が損なわれる恐れがあるものをいう。「有毒ガスが発生した場合」とは，緊
急時対策所の指示要員の吸気中の有毒ガスの濃度が有毒ガス防護のための判断基準
値を超えるおそれがあり，有毒ガスが緊急時対策所の指示要員に及ぼす影響により，
指示要員の対処能力が著しく低下し，安全施設の安全機能が損なわれるおそれがある
ことをいう。「工場等内における有毒ガスの発生を検出するための装置及び当該装置が
有毒ガスの発生を検出した場合に緊急時対策所において自動的に警報するための装
置」については「有毒ガスの発生を検出し警報するための装置に関する要求事項（別記
４）」によること。

 事業指定基準規則第二十六条及び同規則解釈第26条に対する適合のための設計方針
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（１）追加要求事項に対する適合性（第26条）

＜関連する整理資料＞
第26条 整理資料 本文１．３



使用済燃料の再処理の事業に係る再処理事業者の重大事故の発生及び拡大の
防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力に係る審査基準 適合のための設計方針

Ⅲ 要求事項の解釈
１．重大事故等対策における要求事項の解釈
１．０ 共通事項
（１）～（３） （略）
（４）手順書の整備，訓練の実施及び体制の整備
【要求事項】 （略）
【解釈】
１ 手順書の整備は，以下によること。
ａ）～ｆ） （略）

ｇ）有毒ガス発生時の制御室の運転員，緊急時対策所において重大事故等に対
処するために必要な要員及び重大事故等対処上特に重要な操作（常設設備と
接続する屋外に設けられた可搬型重大事故等対処設備（再処理施設の外から
水又は電力を供給するものに限る。）の接続をいう。）を行う要員（以下「運転・
対処要員」という。）の防護に関し，次の①から③に掲げる措置を講じることが定め
られていること。

① 運転・対処要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値
以下とするための手順と体制を整備すること。

② 予期せぬ有毒ガスの発生に対応するため，制御室の運転員及び緊急時対策所
における重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員のうち初動対応を行
う者に対する防護具の配備，着用等運用面の対策を行うこと。

③ 事業指定基準規則第47条等に規定する通信連絡設備により，有毒ガスの発
生を制御室の運転員から，当該運転員以外の運転・対処要員に知らせること。

重大事故等への対処が開始されている状態で，有毒ガスの発生時（予期せぬ
有毒ガスの発生時を含む。）に，重大事故等対処に必要な指示及び操作を行
うことができるよう，非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度を有毒ガス防
護のための判断基準値以下とするための体制及び手順書を整備する。具体的に
は，化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，公的機関か
ら情報を入手した者等）から連絡を受け有毒ガスの発生を認知した実施責任者
（統括当直長）が非常時対策組織要員に連絡することで，当該要員が有毒ガ
スの発生を認知できるようにするための手順書を整備する。また，制御室及び緊
急時対策所の非常時対策組織要員に対しては，換気設備の隔離並びに有毒
ガスの種類及び濃度に応じた防護具の着用を行うことにより，重大事故等対処に
必要な指示及び操作を行うことができるようにするための手順書を整備する。屋外
及び屋内で重大事故等対処を行う実施組織要員に対しては，有毒ガスの影響
の少ないアクセスルートを選択し，有毒ガスの種類及び濃度に応じた防護具を着
用することにより，重大事故等対処に必要な操作を行うことができるようにするため
の手順書を整備する。その際，防護具の配備，補給等支援についても実施する。

 技術的能力審査基準の追加要求事項に対する適合のための設計方針
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（１）追加要求事項に対する適合性（技術的能力1.0）

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 本文1.0.1.4(3)(g)



４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第９条）

関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
９
条

【有毒ガスの発生源：添付書類六1.7.9.5抜粋】
(1)有毒ガス
有毒ガスの漏えいについては，固定施設（六ヶ所ウラン濃縮
工場）と可動施設（陸上輸送，海上輸送）からの流出が
考えられる。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
再処理事業所内にて運搬及び貯蔵又は使用される化学物
質としては，試薬建屋の機器に内包される化学薬品，各建
屋の機器に内包される化学薬品並びに試薬建屋への受入れ
の際に運搬される化学物質がある。

再処理施設外に存在する有毒ガスの発生
源を網羅的かつ体系的に抽出した上で，予
想される最も過酷と考えられる条件を考慮し，
有毒ガスの発生源を抽出すること。

再処理事業所内及びその周辺に存在する固定源及び可動源を踏まえ
た上で，その設計や再処理施設との位置関係，有毒ガスの特性から，
予想される最も過酷と考えられる条件を考慮した有毒ガスの発生源を
記載している。このため，設計方針に変更はないが，網羅的かつ体系
的に抽出した上で抽出したことが明確ではないことから，記載を明確化
する。
【反映箇所：本文四. A. ロ.(7)(i)(a)及び添付書類六1.7.9.5】

【有毒ガス防護対象者：添付書類1.7.9.5抜粋】
(1)有毒ガス
六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする有毒ガスについては，
再処理施設の安全機能に直接影響を及ぼすことは考えられ
ないため，再処理施設の運転員に対する影響を想定する。
(3)再処理事業所内における化学物質の漏えい
運転員への影響を防止することで再処理施設の安全機能を
損なわない設計とする。

中央制御室の運転員，使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の運転員，設計基
準事故及び重大事故等の対処に必要な指
示を行う要員及び敷地内の作業員を有毒
ガス防護対象者としていること。

有毒ガスの対応として，再処理事業所内の複数の箇所で対応が必要
になる再処理施設の特徴を考慮し，制御室のみならず，緊急時対策
所，作業員等を防護対象として担保する必要がある。このため，設計
方針に変更はないが，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の運
転員，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う要
員及び敷地内の作業員を有毒ガス防護対象者としていることが明確で
はないことから，記載を明確化する。
【反映箇所：添付書類六1.7.9.5及び1.7.9.6】

【有毒ガス防護措置：添付書類六1.7.9.5抜粋】
制御建屋中央制御室換気設備は，外気の連絡を遮断し制
御建屋の中央制御室内空気の再循環運転を行うことができ
る設計とする。
使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室について
は，必要に応じて外気との連絡口を遮断し，運転員への影
響を防止することで再処理施設の安全機能を損なわない設
計とする。

想定される有毒ガスに対し，制御室の換気
設備により外気の連絡を遮断又は中央制
御室の再循環運転を行うこと，防護具を着
用すること等により防護できる設計とすること。
また，敷地内の作業員を防護に必要な資
機材を配備すること。
緊急時対策建屋の外気との連絡口を遮断
し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転
を行うこと，防護具を着用すること。

中央制御室, 使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室に対
し, 有毒ガス防護措置を明記しているが，有毒ガスの対応として，緊
急時対策所，作業員等を防護対象として担保する必要がある。このた
め，設計方針に変更はないが，緊急時対策所，作業員等に対する
有毒ガス防護措置が明確ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所：添付書類六1.7.9.5及び1.7.9.6】

＜関連する整理資料＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-10
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第12条）
関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
12
条

【有毒ガスの発生源：添付書類六1.7.16.3.2抜粋】
設計図書（施工図面等）及び必要に応じ現場確認等によ
り再処理事業所内に存在する全ての化学薬品及び化学薬
品防護対象設備の構成部材を網羅的に抽出し，その中から
構成部材の腐食試験等を踏まえ，短時間で安全機能を損
なうおそれのある化学薬品を設定する。

再処理施設内に存在する化学薬品を網羅
的かつ体系的に抽出した上で，再処理施
設の安全機能に影響を与える化学薬品
（有毒ガス防護対象者への影響を考慮すべ
き有毒ガスを含む）を抽出すること。

化学薬品を網羅的かつ体系的に抽出することが読み取れる。このため，
設計方針に変更はないが，人体への悪影響を考慮して有毒ガスの発
生源の抽出していることが分かるよう，記載を明確化する。
【反映箇所：本文四. A. ロ.(7)(i)(d)，本文四. A. リ.(4)(ⅵ) 及
び添付書類六1.7.16.1～3】

【有毒ガス防護対象者：添付書類六1.7.16.2抜粋】
また，化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る
対応として，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生
時の作業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に
係る教育訓練等を実施している。

安全機能を有する施設の安全機能を損なわ
ないために，有毒ガス対応として，再処理
事業所内の複数の箇所で対応が必要にな
る再処理施設の特徴を考慮し，制御室の
運転員，敷地内の作業員等を防護対象と
して担保する必要がある。
このため，中央制御室の運転員，使用済
燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
の運転員，敷地内の作業員及び設計基準
事故及び重大事故等の対処に必要な指示
を行う要員を有毒ガス防護対象者としている
こと。

安全機能を有する施設の安全機能を確保するために，有毒ガスの対
応として，再処理事業所内の複数の箇所で対応が必要になる再処理
施設の特徴を考慮し，制御室のみならず，緊急時対策所，作業員
等を防護対象として担保する必要がある。このため，設計方針に変更
はないが，設計基準事故及び重大事故等の対処に必要な指示を行う
要員及び敷地内の作業員を有毒ガス防護対象者としていることが明確
ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所：添付書類六1.7.16.1】

【有毒ガス防護措置：添付書類六1.7.16.2抜粋】
化学薬品の漏えいに備えた運転員の安全確保に係る対応と
して，作業リスクに応じた保護具の装着や漏えい発生時の作
業員の対応を定め，必要な資機材の配備，対応に係る教
育訓練等を実施している。

化学薬品の漏えい時に再処理施設の安全
性を確保するための対応（有毒ガスの終息
活動を含む）を行う現場作業員に対し，化
学薬品から防護するための必要な手順の整
備，資機材の配備を行うこと。
また，中央制御室並びに使用済燃料の受
入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外気と
の連絡口を遮断又は中央制御室内空気の
再循環運転を行うこと，防護具を着用する
こと。
緊急時対策建屋の外気との連絡口を遮断
し，緊急時対策建屋内空気の再循環運転
を行うこと，防護具を着用すること。
また，再処理施設内の化学薬品の安全管
理に係る手順を定めること。

安全機能を有する施設の安全機能を確保するための対応として考慮し
ていたものであるため，設計方針に変更はないが，有毒ガス防護対象
者に対する防護措置と化学薬品の安全管理に係る手順を定めることが
明確ではないことから，記載を明確化する。
【 反 映箇所：本文四 . A. ロ .(7)(i)(d) 及 び 添 付 書 類 六
1.7.16.1,2】

＜関連する整理資料＞
第12条 整理資料 補足説明資料11-4

11



関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
20
条

【有毒ガスの発生源】
記載なし。運転員の対処能力が著しく低下し，安全機能を有
する施設の安全機能が損なわれることがない設計とするため，
敷地内外の固定源及び可動源それぞれに対して，有毒ガス
影響評価を実施する設計とすることが明記されていない。

運転員の対処能力が損なわれるおそれがある
化学物質から発生する有毒ガスについて，第
９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガス
の発生源を想定すること。

制御室について，第９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガスの発生
源に対し，有毒ガス影響評価を実施することを記載することにより, 担保
すべき事項を満足する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1
及び6.1.4.4.2】

【有毒ガスの検知手段（検出装置及び警報装置）】
記載なし。

有毒ガスの発生源となる敷地内外の固定源
からの有毒ガスの発生及び制御室への到達
を検知するための検出装置及び警報装置を
設置すること。

有毒ガス影響評価により，敷地内外の固定源については，運転員の吸
気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護に係る影響評価の判
断基準値を下回ることを評価により確認したが，その内容が記載されて
いないため，明確となるよう，記載する。
【反映箇所：四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1及
び6.1.4.4.2】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）：添付書類六
6.1.4.2(9)抜粋】
中央制御室は，再処理事業所内の運転員その他の従事者
に対して操作，作業又は退避の指示の連絡ができる設計とす
るとともに，緊急時対策所及び再処理施設外の必要箇所と
の通信連絡ができる設計とする。

再処理施設における異常事象（有毒ガスを
含む）発生時に，再処理事業所内外の必
要な場所との通信連絡を行うための通信連
絡設備を設置すること。

既許可の記載は，有毒ガスを含む異常事象が制御室及び再処理事業
所内の各所で認知できる設計とすることを包絡しているが，有毒ガスの
発生を認知するために当該通信連絡設備を用いることが明確となるよう，
記載する。
【反映箇所：四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六1.9.20，6.1.4.4.1及
び6.1.4.4.2】

【有毒ガス防護措置（換気設備）：添付書類六
6.1.4.2(8)抜粋】
制御室換気設備は，気体状の放射性物質及び火災又は爆
発により発生する有毒ガスに対して運転員その他の従事者を
適切に防護するために，外気を遮断して換気系統の再循環
運転が可能な設計とする。

有毒ガスの発生時に，制御室の換気設備に
より外気の連絡を遮断し再循環運転できる
設計とすること。

外部火災の二次的影響により発生する有毒ガスに加え，敷地内外の
固定源及び可動源に保管されている有毒化学物質から発生する有毒ガ
スに対しても対応する設備であることが明確となるよう，記載する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，四.ヘ. (４) (ⅰ)及び添付書類六
6.1.5.4】

【有毒ガス防護措置（防護具）：添付書類六1.9.20抜
粋】
通常運転時及び設計基準事故時の放射線防護及び化学薬
品防護に必要な，防護衣，呼吸器及び防護マスクを含む防
護具類，サーベイメータを備える設計とする。

・通常運転時及び設計基準事故時の化学
薬品防護及び有毒ガス防護措置に必要な
防護具を備えること。

外部火災の二次的影響により発生する有毒ガスに加え，敷地内外の
固定源及び可動源に保管されている有毒化学物質から発生する有毒ガ
スに対しても対応する設備であることが明確となるよう，記載する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)及び四.ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六
1.9.20，6.1.4.4.1及び6.1.4.4.2】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第20条）

＜関連する整理資料＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-7
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
26
条

【有毒ガスの発生源】
記載なし。ただし，有毒ガスについては，起因事象（内部
火災，内部溢水，地震等）と同時にもたらされる環境条件
として考慮している。

緊急時対策所の指示要員の対処能力が損
なわれるおそれがある化学物質から発生する
有毒ガスについて，第９条及び第12条に基
づき抽出した有毒ガスの発生源を想定するこ
と。

緊急時対策所について，第９条及び第12条に基づき抽出した有毒ガ
スの発生源に対し，有毒ガス影響評価を実施することを記載することに
より, 担保すべき事項を満足する。
【反映箇所：本文四.A.ロ.(7)(i)(r)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガスの検知手段（検出装置及び警報装置）】
記載なし。

有毒ガスの発生源となる敷地内外の固定源
からの有毒ガスの発生及び緊急時対策所へ
の到達を検知するための検出装置及び警報
装置を設置すること。

有毒ガス影響評価により，敷地内外の固定源については，指示要員
の吸気中の有毒ガス濃度の評価結果が有毒ガス防護に係る影響評価
の判断基準値を下回ることを評価により確認したが，その内容が記載さ
れていないため，明確となるよう，記載する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 添付書類六
9.16.1.2(4)抜粋】
緊急時対策所は，再処理施設の内外の必要な場所との通
信連絡を行うため，統合原子力防災ネットワークIP電話，
統合原子力防災ネットワークIP-FAX，統合原子力防災ネッ
トワークTV会議システム，データ伝送設備，一般加入電話，
一般携帯電話，衛星携帯電話，ファクシミリ，ページング装
置及び専用回線電話を設置又は配備する。

再処理施設における異常事象（有毒ガスを
含む）発生時に，再処理事業所内外の必
要な場所との通信連絡を行うための通信連
絡設備を設置すること。

既許可の記載は，有毒ガスを含む異常事象が緊急時対策所で認知
できる設計とすることを包絡している。このため，設計方針に変更はない
が,有毒ガスの発生を認知するために当該通信連絡設備を用いることが
明確となるよう，記載を明確化する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)】

【有毒ガス防護措置（換気設備）：四、A.ロ.(7)(i)(r)抜
粋】
緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮
した設計とする。
再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切
な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設
ける設計とする。

有毒ガスの発生時に，緊急時対策所の換
気設備により外気の連絡を遮断する等の設
計とすること。

既許可の記載は，「換気設備により外気の連絡を遮断し再循環運転
する」ことを考慮した設計を包絡しているが，担保すべき事項を明確に
示すため，緊急時対策所の指示要員の対処能力が損なわれるおそれ
がある有毒ガスに対し有毒ガス防護措置をとるよう，有毒ガスに対し，
換気設備により外気の連絡を遮断し再循環運転できる設計とすることを
記載する。
【反映箇所：本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)及
び9.16.1.2(6)】

【有毒ガス防護措置（防護具）:四、A.ロ.(7)(i)(r)抜粋】
緊急時対策所は，設計基準事故及び重大事故等を考慮
した設計とする。
再処理施設には，設計基準事故が発生した場合に，適切
な措置をとるため，緊急時対策所を制御室以外の場所に設
ける設計とする。

設計基準事故時の有毒ガス防護に必要な
防護具を備えること。

既許可の記載は，「防護具を備える」ことを包絡しているが,担保すべき
事項を明確に示すため，有毒ガスに対し，緊急時対策所の指示要員
の対処能力が損なわれるおそれがある有毒ガスに対し有毒ガス防護措
置をとるよう，有毒ガスに対し，防護具の配備を含む「適切に防護する
ための措置に必要な設備を設ける設計」とすることを記載する。
【反映箇所：本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書類六9.16.1.4(1)及
び9.16.1.2(6)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第26条）

＜関連する整理資料＞
第26条 整理資料 補足説明資料2-4
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
27
条

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 四、A.リ.(4)(ⅹ)抜
粋】
通信連絡設備は，警報装置，所内通信連絡設備，所内データ
伝送設備，所外通信連絡設備及び所外データ伝送設備から構
成する。
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，制
御室等から再処理事業所内の各所の者への必要な操作，作業
又は退避の指示等の連絡をブザー鳴動等により行うことができる装
置及び音声等により行うことができる所内通信連絡設備として，
ページング装置（警報装置を含む。），所内携帯電話，専用回
線電話，一般加入電話及びファクシミリを設ける設計とする。
（略）
再処理事業所には，設計基準事故が発生した場合において，国，
地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故に係る通
信連絡を音声等により行うことができる所外通信連絡設備として，
統合原子力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネット
ワークＩＰ－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議シス
テム，一般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファク
シミリを設ける設計とする。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 添付書類六
9.17.1.4 (1)抜粋】
設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所内の各所
の者への必要な操作，作業又は退避の指示等の連絡をブザー鳴
動等により行うことができる装置及び音声等により行うことができる設
備として，ページング装置，所内携帯電話，専用回線電話，一
般加入電話及びファクシミリを新たに設置する。

【 有 毒 ガ スの検知手段 （ 通 信 連 絡 設 備 ） :添 付 書 類 六
9.17.1.4 (3)抜粋】
設計基準事故が発生した場合において，再処理事業所外の国，
地方公共団体，その他関係機関等の必要箇所へ事故の発生等
に係る連絡を音声等により行うことができる設備として，統合原子
力防災ネットワークＩＰ電話，統合原子力防災ネットワークＩＰ
－ＦＡＸ，統合原子力防災ネットワークＴＶ会議システム，一
般加入電話，一般携帯電話，衛星携帯電話及びファクシミリを
新たに設置する。

設計基準事故が発生した場合（有毒
ガスが発生するおそれがある場合及び
発生した場合を含む）において再処理
施設内外の必要な場所との通信連絡
が可能な通信連絡設備を設けること。
有毒ガスが発生した場合に通信連絡
設備を使用し，有毒ガスの発生源を
検知すること。

有毒ガスの発生のおそれがある場合又は有毒ガスの発生時に，発見者
が中央制御室の統括当直長へ連絡する際及び統括当直長から関係
各所へ連絡する際に，通信連絡設備を使用することについて，記載を
明確化する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅹ)，添付書類六9.17.1.4 (1)及
び9.17.1.4 (1)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第27条）

＜関連する整理資料＞
第27条 整理資料 補足説明資料2-16
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
28
条

【有毒ガスの発生源：添付書類八6.1.1抜粋】
6.1.1 重大事故の発生を仮定する際の条件の考え方
(１) 外的事象
選定の結果，重大事故の起因となる安全上重要な施設の
機能喪失の要因となる可能性がある自然現象は，地震，
森林火災，草原火災，干ばつ，火山の影響，積雪及び
湖若しくは川の水位降下である。

ⅵ．外力の影響による機能喪失後の施設状況
基準地震動の1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持で
きる設計により維持する機能に該当しない静的な機能の喪失
により，溢水，化学薬品漏えいが発生することに加え，基準
地震動の1.2 倍の地震動を考慮した際に機能維持できる設
計により維持する機能に該当しない静的な機能は，継続し
て長時間機能喪失を想定する。

重大事故等の起因事象を踏まえ，重大事
故等に対処する場合の作業環境として，有
毒ガス及び火山による降下火砕物の発生に
ついても考慮し，その際に考慮すべき発生源
を特定すること。

重大事故等への対処において，地震を起因とする化学薬品漏えいを
想定するとともに，火山による降下火砕物の発生についても想定するこ
ととしている。さらに，重大事故等対処時に想定する具体的な有毒ガス
の発生源は第９条（その他外部衝撃）での整理を踏まえて，技術的
能力1.0において記載することから，本条文で担保すべき事項ではない。
そのため，反映事項はない。

なお，有毒ガス防護対象者，有毒ガス検知手段及び防護措置につい
ても技術的能力1.0において記載しているため，本条文で担保すべき
事項はない。

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第28条）

＜関連する整理資料＞
第28条 整理資料 補足説明資料3-31
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
33
条

【有毒ガスの発生源：添付書類六1.7.18(3)a.抜粋】
重大事故等時の環境条件については，重大事故等における温度，圧力，湿度，
放射線，荷重に加えて，重大事故による環境の変化を考慮した環境圧力，環境湿
度による影響，重大事故等時に汽水を供給する系統への影響，自然現象による影
響，人為事象の影響及び周辺機器等からの影響を考慮する。（略）
周辺機器等からの影響としては，地震，火災，溢水，化学薬品漏えいによる波及
的影響及び内部発生飛散物を考慮する。（略）

(ｄ) 自然現象等による条件
（略）
• 有毒ガスについては，再処理施設周辺の固定施設で発生する可能性のある有毒

ガスとしては，六ヶ所ウラン濃縮工場から漏えいする六ふっ化ウランが加水分解して
発生するふっ化ウラニル及びふっ化水素を考慮するが，重大事故等対処設備が有
毒ガスにより影響を受けることはない。

• 化学物質の漏えいについては，再処理事業所内で運搬する硝酸及び液体二酸
化窒素の屋外での運搬又は受入れ時の漏えいを考慮するが，重大事故等対処
設備が化学物質により影響を受けることはないが，屋外の重大事故等対処設備
は保管に際して漏えいに対する高さを考慮する。

重大事故等時の作業環境として有毒ガ
スを考慮すること。

既許可において有毒ガスの発生源を適切に反映し
ており，補足説明すべき事項はないことから，反
映事項はない。

【有毒ガス防護措置：添付書類六1.7.18(4)a.(d)抜粋】
アクセスルートは，環境条件として考慮した事象を含めて自然現象，人為事象，溢
水，化学薬品の漏えい及び火災を考慮しても，運搬，移動に支障をきたすことのな
いよう，迂回路も考慮して複数確保する。（略）
屋外のアクセスルートは，考慮すべき自然現象のうち凍結及び積雪に対して，道路に
ついては融雪剤を配備し，車両についてはタイヤチェーン等を装着することにより通行性
を確保できる設計とする。敷地内における化学物質の漏えいに対しては，必要に応じ
て薬品防護具の着用により通行する。なお，融雪剤の配備等については，「添付書
類八 5.1.1(２) アクセスルートの確保」に示す。（略）
屋内のアクセスルートは，自然現象及び人為事象として選定する風（台風），竜巻，
凍結，高温，降水，積雪，落雷，火山の影響，生物学的事象，森林火災，塩
害，航空機落下，爆発，敷地内における化学物質の漏えい，近隣工場等の火災，
有毒ガス及び電磁的障害に対して，外部からの衝撃による損傷の防止が図られた建
屋等内に確保する設計とする。
屋内のアクセスルートにおいては，機器からの溢水及び化学薬品漏えいに対してアクセ
スルートでの非常時対策組織要員の安全を考慮した防護具を着用する。また，地震
時に通行が阻害されないように，アクセスルート上の資機材の落下防止，転倒防止
及び固縛の措置並びに火災の発生防止対策を実施する。万一通行が阻害される場
合は迂回する又は乗り越える。（略）

屋外及び屋内のアクセスルートに対し，
迂回路も考慮した複数のアクセスルート
を確保するとともに，作業環境に応じた
防護具を配備すること。

既許可において有毒ガス防護措置を適切に反映
しており，補足説明すべき事項はないことから，反
映事項はない。
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第33条）

＜関連する整理資料＞
第33条 整理資料 補足説明資料2-30



関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
44
条

【有毒ガスの発生源】
第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として
有毒ガスを考慮している。

第33条に示す重大事故等が発生し
た場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮すること。

第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮しているが，申請書上で明記していないことから，有毒ガ
スが発生した場合に対しても制御室の居住性を確保することが明確とな
るよう記載を明確化する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガスの検知手段（濃度計）：添付書類六6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに制御室
換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室
換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測
設備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

必要な期間にわたり安全にとどまるこ
とができることを確認するための可搬
型酸素濃度計，可搬型二酸化炭
素濃度計，可搬型窒素酸化物濃
度計を配備すること。

有毒ガスを検知できる設備として，制御室環境測定設備（可搬型酸
素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素酸化物濃度
計）を配備することが明確であり，設計方針に変更はないことから, 反
映事項はない。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）】
再処理事業所には，重大事故等が発生した場合において再処理事
業所の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため
に必要な設備として，通信連絡設備及び代替通信連絡設備を設け
る。

重大事故等対処時に有毒ガスが発
生した場合，第47条に示す通信連
絡設備を用いて，有毒ガスの発生を
認知すること。

第47条において，通信連絡設備を設置することを記載しているが，有
毒ガスの発生時に当該設備を用いることを明確にするため，実施組織
要員が有毒ガスの発生を認知できるよう，通信連絡設備及び代替通
信連絡設備を設ける設計とすることを明確にする。
【反映箇所：四 .ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガス防護措置（換気設備）：添付書類六6.2.5.1抜粋】
制御室の居住性を確保するため，制御室遮蔽設備並びに制御室
換気設備の制御建屋中央制御室換気設備及び使用済燃料受入
れ・貯蔵建屋制御室換気設備を常設重大事故等対処設備として
位置付けるとともに，制御室換気設備の代替制御建屋中央制御室
換気設備，代替使用済燃料受入れ・貯蔵建屋制御室換気設備，
制御室照明設備，制御室環境測定設備及び制御室放射線計測
設備を可搬型重大事故等対処設備として配備する。

有毒ガスが発生した場合でも実施組
織要員がとどまるために必要な居住
性を確保するための設備として，換
気設備を設置すること。

有毒ガスが発生した場合でも実施組織要員がとどまるために必要な居
住性を確保するための設備として，換気設備を設置することを記載して
いるが，有毒ガスの発生時に当該設備を用いることを明確にするため，
換気設備の隔離により実施組織要員を防護できる設計とすることを記
載する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｌ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

【有毒ガス防護措置（防護具）：添付書類六6.2.5.1抜粋】
各重大事故が発生した場合において, 制御室にて必要な操作及び
措置を行う実施組織要員がとどまるために必要な重大事故等対処施
設を配備又は位置付ける。

重大事故等時の有毒ガス防護に必
要な防護具を備えること。

手順の中で実施組織要員に対し防護具を配備することを記載している
が，制御室にとどまる実施組織要員に対しても有毒ガスの発生時に防
護具を用いることを明確にするため，防護具の着用により実施組織要
員を防護できる設計とすることを記載する。
【反映箇所：四 .ヘ. (４) (ⅰ)，添付書類六6.2.5.4.1及び
6.2.5.4.2】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第44条）

＜関連する整理資料＞
第44条 整理資料 補足説明資料2-13
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保す

べき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
46
条

【有毒ガスの発生源添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とするとともに，重大事故等に対処するために必要な情
報を把握できる設備及び再処理施設の内外の通信連絡をする必要のある
場所と通信連絡を行うために必要な設備を設置又は配備する。

第33条に示す重大事故等
が発生した場合の環境条
件の内数として有毒ガスを
考慮すること。

第33条に示す重大事故等が発生した場合の環境条件の内数として有
毒ガスを考慮しているが，申請書上で明記していないことから，有毒ガ
スが発生した場合に対しても緊急時対策所の居住性を確保することが
明確となるよう記載を明確化する。
【反映箇所：四.ロ.(7)(ⅰ)(ｒ)，本文四.A.リ.(4)(ⅸ)及び添付書
類六9.16.2.1】

【有毒ガスの検知手段（濃度計）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，
緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対
策建屋放射線計測設備を設置又は配備する。

必要な期間にわたり安全に
とどまることができることを確
認するための可搬型酸素
濃度計，可搬型二酸化
炭素濃度計，可搬型窒
素酸化物濃度計を配備す
ること。

有毒ガスを検知できる設備として，緊急時対策建屋環境測定設備
（可搬型酸素濃度計，可搬型二酸化炭素濃度計及び可搬型窒素
酸化物濃度計）を配備することが明確であり，設計方針に変更はない
ことから, 反映事項はない。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備及び再処理施
設の内外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うために必要な
設備を設置又は配備する。

重大事故等対処時に有毒
ガスが発生した場合，第
47条に示す通信連絡設備
を用いて，有毒ガスの発生
を認知すること。

有毒ガスを検知できる設備として，通信連絡設備を設置することが読
み取れるため設計方針に変更はないが，有毒ガスの発生時に当該設
備を用いることを明確となるよう，記載を明確化する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

【有毒ガス防護措置（換気設備）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。
緊急時対策所の居住性を確保するため，緊急時対策建屋の遮蔽設備，
緊急時対策建屋換気設備，緊急時対策建屋環境測定設備，緊急時対
策建屋放射線計測設備を設置又は配備する。

有毒ガスが発生した場合で
も本部員・支援組織要員
がとどまるために必要な居住
性を確保するための設備と
して，換気設備を設置する
こと。

有毒ガスが発生した場合でも本部員・支援組織要員がとどまるために必
要な居住性を確保するための設備として，換気設備を設置することが
明確であり，設計方針に変更はないが，有毒ガスの発生時に当該設
備を用いること，第26条のとおり換気設備を設計基準対象の施設とす
るため，換気設備を設計基準対象の施設と兼用することを記載する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

【有毒ガス防護措置（防護具）添付書類六9.16.2.1より抜粋】
緊急時対策所は，重大事故等が発生した場合においても，当該重大事故
等に対処するために必要な指示を行う要員がとどまることができるよう，居住
性を確保するための設備として適切な遮蔽設備及び，換気設備を設ける等
の措置を講じた設計とする。

重大事故等時の有毒ガス
防護に必要な防護具を備
えること。

防護具の配備を含む居住性を確保するための措置を講じることが明確
であり，設計方針に変更はないが,緊急時対策所にとどまる本部員・支
援組織要員に対しても有毒ガスの発生時に防護具を用いることを明確
にするため，記載を明確化する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅸ)，添付書類六9.16.2.2及び
9.16.2.4】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第46条）

＜関連する整理資料＞
第46条 整理資料 補足説明資料2-10
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

第
47
条

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）: 四、A.リ.(4)(ⅹ)抜粋】
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信連絡を
する必要のある場所と通信連絡を行うために，通信連絡設備及び代替通
信連絡設備を設ける設計とする。
代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含
む。）からの給電を可能とした設計とする。
通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通
信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所内の必要な場所で共有するために，所内通信連絡設備，所
内データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，代替通
話系統を設置する。（略）
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所外の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所外の必要な場所で共有するために，所外通信連絡設備，所
外データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）:添付書類六9.17.2抜粋】
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信連絡を
する必要のある場所と通信連絡を行うために，通信連絡設備及び代替通
信連絡設備を設ける設計とする。
代替通信連絡設備は，代替電源設備（電池等の予備電源設備を含
む。）からの給電を可能とした設計とする。
通信連絡設備は，所内通信連絡設備，所内データ伝送設備，所外通
信連絡設備及び所外データ伝送設備で構成する。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計測等を行ったパラメータを再
処理事業所内の必要な場所で共有するために，所内通信連絡設備，所
内データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設ける設計とする。
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所内の通信連絡をする
必要のある場所と通信連絡を行うための代替通信連絡設備として，代替通
話系統を設置する。（略）重大事故等が発生した場合において，再処理
事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行うため，及び計
測等を行ったパラメータを再処理事業所外の必要な場所で共有するために，
所外通信連絡設備，所外データ伝送設備及び代替通信連絡設備を設け
る設計とする。

重大事故等が発生した場合（有毒ガ
スが発生するおそれがある場合及び発
生した場合を含む）において再処理施
設内外の必要案場所との通信連絡が
可能な通信連絡設備を設けること。
有毒ガスが発生した場合に通信連絡
設備を使用し，有毒ガスの発生源を
検知すること。

有毒ガスの発生のおそれがある場合又は有毒ガスの発生時に、
発見者が中央制御室の統括当直長へ連絡する際及び統括
当直長から関係各所へ連絡する際に、通信連絡設備を使用
することについて、記載を明確化する。
【反映箇所：本文四、A.リ.(4)(ⅹ)，添付書類六9.17.2】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（第47条）

＜関連する整理資料＞
第47条 整理資料 補足説明資料2-14
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき

事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.0

【有毒ガス防護対象者：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)抜粋】
重大事故等に的確，かつ，柔軟に対処できるように，手順書を整備し，教育及
び訓練を実施するとともに，必要な体制を整備する。

制御室，緊急時対策所，屋
外及び屋内で重大事故等対
処を行う非常時対策組織要員
（実施組織要員，本部員・
支援組織要員）を有毒ガス防
護対象者とすること。

「手順書の整備」及び「必要な体制の整備」との記載にお
いて, 重大事故等対処時に非常時対策組織要員を有
毒ガスから防護することを考慮しているが，有毒ガスの発
生時に，事故対策に必要な指示・操作を行うことができ
るよう，非常時対策組織要員の吸気中の有毒ガス濃度
を有毒ガス防護のための判断基準値以下とするための体
制及び手順書を整備することを記載する。
【反映箇所：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)】

【有毒ガスの検知手段（濃度計）：添付書類八5.1.1(2)a.抜粋】
重大事故等が発生した場合，事故収束に迅速に対応するため，屋外の可搬型
重大事故等対処設備を保管場所から設置場所まで運搬するためのアクセスルート
の状況確認，取水箇所の状況確認及びホース敷設ルートの状況確認を行い，あ
わせて屋外設備の被害状況の把握を行う。
【有毒ガスの検知手段（濃度計）：添付書類八5.1.1(2)b.抜粋】
重大事故等が発生した場合，屋内の可搬型重大事故等対処設備を操作場所に
移動するためのアクセスルートの状況確認を行う。あわせて，その他屋内設備の被
害状況の把握を行う。

有毒ガス濃度計を使用して，
作業環境及びアクセスルートの
状況を確認すること。

実施組織要員がアクセスルートの状況確認のため有毒ガ
ス濃度計を使用することが読み取れること，有毒ガス濃度
計は資機材であり申請書の本文で担保すべき事項ではな
いことから，反映事項はない。

【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(a)(ロ)1)抜粋】
屋外のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御室等との連絡手
段を確保する。
【有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(a)(ロ)2)抜粋】
屋内のアクセスルートの移動時及び作業時においては，中央制御室等との連絡手
段を確保する。

有毒ガスの発生を認知するため，
中央制御室等との連絡手段
（通信連絡設備）を確保する
こと。

既存の連絡手段（通信連絡設備）により，有毒ガスの
発生を認知できるが，担保すべき事項を明確に示すため，
有毒ガスの発生による異常を検知した場合に，通信連絡
設備により，有毒ガスの発生を非常時対策組織要員に
周知する手順書を整備することを記載する。
【反映箇所：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)(イ)7)】

【有毒ガス防護措置（防護具）：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(a)(ロ)1)抜粋】
地震による化学物質の漏えいに対しては，必要に応じて薬品防護具の配備を行う
とともに，移動時及び作業時の状況に応じて着用する。
【有毒ガス防護措置（防護具）：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(a)(ロ)2)抜粋】
機器からの溢水や化学物質の漏えいが発生した場合については，薬品防護具等の
適切な防護具を着用することにより，屋内のアクセスルートを通行する。

屋外及び屋内で重大事故等
対処を行う実施組織要員に対
し，複数のアクセスルートを確
保した上で，作業環境に応じ
た防護具の着装により，有毒
ガスから防護するための手順及
び体制を定めること。

既存の手順により，実施組織要員に対する有毒ガス防
護が可能であるが，担保すべき事項を明確に示すため，
有毒ガスの発生時に，事故対策に必要な指示・操作を
行うことができるよう，非常時対策組織要員の吸気中の
有毒ガス濃度を有毒ガス防護のための判断基準値以下と
するための体制及び手順書を整備することを記載する。
【反映箇所：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)(イ)7)】

【有毒ガス防護措置（予期せぬ有毒ガスの発生に係る措置）】
記載なし。

予期せぬ有毒ガスの発生に対
し，防護具の配備・着用，手
順の整備等の運用面の対策を
定めること。

既存の手順により，制御室の運転員及び緊急時対策所
の重大事故等に対処するために必要な指示を行う要員の
うち初動対応を行う者に対する有毒ガス防護が可能であ
るが，予期せぬ有毒ガスの発生時に，配備した防護具を
着用することにより，事故対策に必要な指示・操作を行う
ことができるよう体制及び手順書を整備することを記載する。
【反映箇所：本文八、ハ.(2)(ⅰ)(d)(イ)7)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能力1.0）

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-11
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.11

【有毒ガスの検知手段（手順）：添付書類八添付１
10.b.(a)ⅲ.(ⅱ) 抜粋】
(ⅱ)中央制御室の窒素酸化物の濃度測定
再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が
予測されると実施責任者が判断してから，中央制御室内
の居住性確保の観点より，可搬型窒素酸化物濃度計によ
り窒素酸化物濃度を測定する。

１）手順着手の判断基準
再処理施設内で火災又は爆発により窒素酸化物の発生が
予測されると実施責任者が判断した場合（第10－４表）。

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡
設備を用いた有毒ガスの検知手段に係る
手順を定めること。

既存の手順により，可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡設備
を用いた有毒ガスの発生を含む再処理施設の状況の把握が可能であ
る。このため，設計方針に変更はないが，通信連絡設備による有毒
ガスの認知に関しては，具体的な記載がないことから，通信連絡設
備による窒素酸化物の発生の連絡を含め，窒素酸化物の発生が予
測されると実施責任者が判断した場合に，必要な有毒ガス防護措置
をとることを明確化する。また，火災又は爆発以外に有毒化学物質に
より発生する窒素酸化物を含めた手順書とするように記載を変更する。
【反映箇所：添付書類八添付１10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八第５－１表
抜粋】
重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加えて，
放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行い，移
動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八添付１
10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
また，実施責任者は，建屋対策班より，中央制御室の
窒素酸化物の濃度に関する報告を受け，窒素酸化物濃
度が0.2 ｐｐｍを上回る場合には，窒素酸化物を含んだ
外気の取入れを停止するため，建屋対策班に制御建屋中
央制御室換気設備の再循環ラインの外気遮断ダンパ及び
排気遮断ダンパの閉操作並びに還気遮断ダンパの開操作
を指示する。

制御室の換気設備又は防護具を用いた有
毒ガス防護措置に係る手順を定めること。

既存の手順により，有毒ガスの発生を検知した場合には換気設備の
隔離により制御室の実施組織要員を防護することが読み取れるため，
設計方針に変更はないことから, 反映事項はない。
また，既存の手順により，有毒ガス防護のため，必要に応じ防護具
を用いることが読み取れる。このため，設計方針に変更はないが，制
御室にとどまる実施組織要員に対しても防護具を用いることが明確で
はないことから，記載を明確化する。また，防護具（酸素呼吸器，
防毒マスク）の着装手順を制御室の実施組織要員にも適用するため，
記載を明確化する。
【反映箇所：添付書類八添付１10.b.(a)ⅲ.(ⅱ)及び添付書類
八添付１10.b.(a)ⅶ.(ⅴ)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能力1.11）

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.11-12
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関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.13

【有毒ガスの検知手段（手順）添付書類八添付１
12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
(ⅱ)緊急時対策建屋換気設備の再循環モード切替手
順
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出
を確認した場合，窒素酸化物の発生により緊急時対策
所の居住性に影響を及ぼすと判断した場合又は火山の影
響による降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に
影響を及ぼすおそれがある場合に，緊急時対策建屋換
気設備を再循環モードへ切り替える手順を整備する。
１）手順着手の判断基準
重大事故等の発生に伴い建屋外への放射性物質の放出
を確認した場合又は重大事故等に係る対処状況を踏ま
え，放射性物質が放出するおそれがあると判断した場合，
窒素酸化物の発生により緊急時対策所の居住性に影響
を及ぼすおそれがあると判断した場合又は火山の影響によ
る降灰により緊急時対策建屋換気設備の運転に影響を
及ぼすおそれがあると判断した場合。

可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連
絡設備を用いた有毒ガスの検知手段に係
る手順を定めること。

既存の手順により，可搬型窒素酸化物濃度計又は通信連絡設備
を用いた有毒ガスの発生を含む再処理施設の状況の把握が可能で
ある。このため，設計方針に変更はないが，通信連絡設備による有
毒ガスの認知に関しては，具体的な記載がないことから，通信連絡
設備による窒素酸化物の発生の連絡を含め，窒素酸化物の発生
により緊急時対策所の居住性に影響を及ぼすおそれがあると判断し
た場合に，必要な有毒ガス防護措置をとることを明確化する。
【反映箇所：添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八第５－１
表抜粋】
重大事故等の対処においては，通常の安全対策に加え
て，放射線環境や作業環境に応じた防護具の配備を行
い，移動時及び作業時の状況に応じて着用することとする。

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八添付１
12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)抜粋】
２）操作手順
再循環モードへの切替手順の概要は以下のとおり。
再循環モードへの切替手順のタイムチャートを第12－10
図に示す。
①非常時対策組織の本部長は，手順着手の判断基準
に基づき，非常時対策組織の要員に，緊急時対策建
屋換気設備を再循環モードへの切り替えを指示する。

緊急時対策所の換気設備又は防護具を
用いた有毒ガス防護措置に係る手順を定
めること。

既存の手順により，有毒ガスの発生を検知した場合には換気設備
の隔離により緊急時対策所の本部員・支援組織要員を防護するこ
とが読み取れるため，設計方針に変更はないことから, 反映事項は
ない。
また，既存の手順により，有毒ガス防護のため，必要に応じ防護
具を用いることが読み取れる。このため，設計方針に変更はないが，
緊急時対策所にとどまる本部員・支援組織要員に対しても防護具
を用いることが明確ではないことから，記載を明確化する。
【反映箇所：添付書類八添付１12.b.(a)ⅲ.(ⅱ)】

４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能力1.13）

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.13-11
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能力1.14）

関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
1.14

【有毒ガスの発生源：添付書類八添付1 13.b.(a)ⅰ.抜粋】
重大事故等が発生した場合において，所内通信連絡設備及び代
替通信連絡設備により再処理事業所内の通信連絡をする必要のあ
る場所と通信連絡を行うため，以下の手段を用いた手順を整備する。
（略）

【有毒ガスの発生源：添付書類八添付1 13.b.(b)ⅰ.抜粋】
重大事故等が発生した場合において，所外通信連絡設備により再
処理事業所外の通信連絡をする必要のある場所と通信連絡を行う
ため，以下の手段を用いた手順を整備する。

重大事故等が発生した場合の環境
条件は，第33条で規定する。

担保すべき事項はないが，重大事故等への対処において有毒ガス対
応が考慮されていることを明確にするため，「重大事故等が発生した場
合（化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した場合を含む。）」
を反映する。
【反映箇所：本文第５表1.14，添付書類八第５－１表1.14，添
付書類八添付1 13.b.(a)ⅰ.，同13.b.(b)ⅰ.】

【有毒ガスの検知手段（手順）：本文第５表1.14，添付書類八
第５－１表1.14抜粋】
重大事故等が発生した場合において，再処理事業所の内外の通信
連絡する必要のある場所と通信連絡を行うため，通信連絡設備及
び代替通信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。

技術的能力1.0で定めた有毒ガスの
検知手段（通信連絡設備）を個
別手順で定めること。

第５表及び第５－１表において，「再処理事業所内外の通信連絡
する必要のある場所と通信連絡を行うため,通信連絡設備及び代替通
信連絡設備により通信連絡を行う手順等を整備する。」ことを定めてい
る。
技術的能力1.0で定めた有毒ガスの検知手段（通信連絡設備）が
行われる手順であるが，各通信連絡設備及び代替通信連絡設備につ
いて，「化学物質の漏えい又は異臭等の異常を確認した者（立会人，
公的機関から情報を入手した者等）が中央制御室の実施組織要員
（実施責任者）に有毒ガスの発生を連絡する場合の手段として用い
る」ため，重大事故等対処設備とすることを反映する。
【 反 映 箇 所：添付書類八添 付 1 13.a.(b)ⅰ.(ⅰ)2) ， 同
13.a.(b)ⅰ.(ⅱ)2)，同13.a.(b)ⅱ.(ⅰ)2)，同13.a.(b)ⅱ.(ⅱ)
2)】

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.14-9



関係
条文 既許可に反映している有毒ガス防護の内容 有毒ガス防護として担保すべき事項 事業変更許可申請書への反映内容

技
術
的
能
力
2.

【有毒ガスの発生源：添付書類八5.2.1.1(1)抜粋】
大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロ
リズムの発生を，緊急地震速報，外部からの情報連絡，衝撃音，
衝突音等により検知した場合は，以下の状況に応じて再処理施設
の状態把握（運転状態，火災発生の有無，建物の損壊状況
等）を行うことにより，重大事故等対策が機能せず，重大事故が進
展し，工場等外への放射性物質及び放射線の放出に至る可能性
のある事故（以下5.2では「放出事象」という。）や大規模損壊の発
生の確認を行う。

【有毒ガスの発生源：添付書類八5.2.1.2抜粋】
技術的能力審査基準の「２．大規模な自然災害又は故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズムへの対応における要求事項」の
一～三までの活動を行うための手順書として，重大事故等対策で整
備する設備を活用した手順書等に加えて，事象進展の抑制及びそ
の影響の緩和に資するための多様性を持たせた手順書等を整備する。
また，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求
事項」における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する
手順書に加えて，大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視及
び制御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にて再処理施設の
状態を監視する手順書，現場において直接機器を作動させるための
手順書等を整備する。（略）
また，重大事故等対策を実施する実施組織要員の安全を確保する
ため，対処においては作業環境を確認するとともに，実施責任者
（統括当直長）は必要な装備及び資機材を選定する。

大規模な自然災害又は故意による
大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムの発生時の作業環境として有毒ガ
スを考慮すること。

大規模な自然災害又は故意による大型航空機の衝突その他のテロリズ
ムの発生時の作業環境を考慮した手順書等を整備することとしており，
有毒ガスの発生も考慮しているが，大規模損壊時の再処理施設の状
態把握として，「化学物質の漏えいの有無，有毒ガスの発生の有無」
を反映する。
【反映箇所：添付書類八5.2.1.1】

また，「放射性物質及び放射線の放出を低減するための手順書につい
ては，技術的能力審査基準の「１．重大事故等対策における要求
事項」における１．１項～１．９項の要求事項に基づき整備する手
順書に加えて，大規模損壊の発生を想定し，制御室の監視および制
御機能が喪失した場合も対応できるよう現場にて再処理施設の状態を
監視する手順書等を整備する」ことを反映する。
【反映箇所：添付書類八5.2.1.2(1)c.】

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八5.2.2.4抜粋】
緊急時対策所については，緊急時対策建屋換気設備を再循環
モード又は緊急時対策建屋加圧ユニットによる加圧によって緊急時
対策所の居住性を確保し，要員の放射線影響を低減させ，気体
状の放射性物質が通過後，活動を再開する。緊急時対策所にとど
まり活動する要員以外の要員の再処理事業所構外への一時退避に
ついては，再処理事業所から離れることで放射線影響を低減させ，
気体状の放射性物質が通過後，再処理事業所へ再参集する。

【有毒ガス防護措置（手順）：添付書類八5.2.3(2)d.抜粋】
化学薬品が流出した場合において，事故対応を行うために着用する
防護具を配備する。

換気設備又は防護具を用いた有毒
ガス防護措置に係る手順を定めるこ
と。

大規模損壊発生時に参集する緊急時対策所は，緊急時対策建屋
換気設備を再循環モードによって緊急時対策所の居住性を確保できる
設計としているが，有毒ガスが緊急時対策所に流入するおそれがある
場合にも使用することが明確となるよう記載を追加する。
【反映箇所：添付書類八5.2.2.4】

また，大規模損壊時の化学薬品が流出した場合の防護具を配備する
ことを定めているが，当該防護具が化学薬品による薬傷及び化学薬品
（構成部材と反応する場合を含む。）により発生する有毒ガスから防
護するものであることが明確となるよう記載を追加する。
【反映箇所：添付書類八5.2.3(2)d.】
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４．申請書への反映内容の整理（適合性の確認）
（２）事業変更許可申請書への反映（技術的能力2.）

＜関連する整理資料＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料2.-8



③-3有毒ガス防護対策の成立性確認
 有毒ガス防護対策は，有毒ガス及び有毒ガスの発生と同時に起こり得る他のハザード

を考慮しても機能すること及び有毒ガス防護対象者による再処理施設の安全性を確
保するための対応が成立することを確認する。

 以下の流れに沿って，有毒ガスの発生源を網羅的・体系的に調査した上で，防護対象に影響を与える
有毒ガスの発生源（対象発生源）を特定し，対象発生源に対する有毒ガス防護対策を行う。

 有毒ガス防護は，設計基準と重大事故のそれぞれで想定する。

５．有毒ガス防護に係る網羅的な検討・精緻化の流れ

25

①有毒ガス防護における防護対象の選定
 再処理施設の安全性を確保するために必要な設備及び有毒ガス防護対象者を防護対象とする。

③想定する有毒ガス及び
有毒ガス影響評価に基
づく防護対策の策定

③-1有毒ガスの発生要因及び想定する有毒ガスの抽出
 再処理施設において考慮すべき異常事象が，有毒ガスの発生要因となるかを検討し，

発生が想定される有毒ガスを抽出する。

③-2有毒ガス影響評価に基づく防護対策の策定
 抽出した有毒ガスに対し，有毒ガスの発生場所や有毒ガス防護対象者までの伝播経

路等の条件を考慮して，有毒ガスの影響評価を行い，有毒ガス防護対象者の対処
能力の著しい低下をもたらす有毒ガスの発生源（対象発生源）を特定する。対象発
生源に対し，有毒ガス防護対象者に対する有毒ガス防護対策（有毒ガスの検知，
対象発生源に対する防護措置）を策定する。

②有毒ガス発生源の網羅的・体系的な抽出
 再処理施設及びその周辺に存在する有毒ガスの発生源を網羅的かつ体系的に抽出するために，有毒ガスを含む大気

汚染物質の発生メカニズムを整理し，当該発生メカニズムに関与する物質を調査する。

＜設計基準・重大事故＞
各整理資料（詳細は次ページ以降参照）



６．１ 防護対象の選定

 再処理施設の安全性を確保する観点から，再処理施設の安全機能に係る設備及び要員（有毒ガス防
護対象者）を選定
（設備）：安全上重要な機能を有する構築物，系統及び機器
（要員）：制御室の運転員，緊急時対策所の指示要員，現場作業員

26

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9
第12条 整理資料 補足説明資料3-1
第20条 整理資料 補足説明資料2-8
第26条 整理資料 補足説明資料2-5

防護対象 考え方

設
計
基
準

設
備

安全上重要な機能を有する
構築物，系統及び機器

安全評価上その安全機能を期待するため，有毒ガスから防護する必要がある。

要
員

中央制御室の運転員 安全機能を有する施設に対する監視及び操作を行う運転員は，有毒ガスが発生し
た場合でも，中央制御室にとどまり監視及び操作を継続する必要がある。

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室の運
転員

必要に応じ，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室で安全機能を有
する施設の監視及び操作を継続する必要がある。

緊急時対策所の指示要員 設計基準事故及び重大事故等を含む異常事象発生時に，緊急時対策所におい
て必要な対策の指示や社外の必要な箇所との通報連絡等を行う要員（緊急時対
策所の指示要員）は，有毒ガスの発生によりその対処能力が失われないようにする
必要がある。

現場作業員
（事象発生現場での点検，
終息活動等の作業）

地震発生後の現場点検，火災発生時の消火活動，化学薬品漏えい時の回収作
業，有毒ガス発生時の終息活動，安全機能を有する施設の修理といった現場対
応が必要になる場合，有毒ガスの発生を考慮しても作業を遂行する必要がある。



再処理事業所内の設備
，資機材及び廃棄物の
構成部材を調査

有毒ガスの発生源として抽出

図 有毒ガスの発生源の抽出フロー 27

６．２ 有毒ガスの発生源の網羅的・体系的な抽出
（１）有毒ガスの発生源の調査

有毒ガスの
発生源に該
当しない

 有毒ガスは，国際化学安全性カード等において人に対する悪影響が示されている物質がガス化又はエアロ
ゾル化したものとする。

 有毒ガスの発生源の抽出は，下図に示すフローに基づき実施する。

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9

Ｎ

地域防災計画等の情報から影
響がないと言えるか？

再処理事業所外において運搬さ
れる化学物質，国内の事故事
例に挙げられる化学物質を想定

再処理施設まで十分距離が
あることから，予期せず発生す
る有毒ガスとして扱う

有毒ガスを含む大気汚染物質の発生メカニズムの整理

有毒ガスが発生した場合に作業環境中に
多量に放出されるおそれのある化学物質

Ｎ

設備，資機材，試薬類，生活用品ご
とに，再処理事業所内に存在する化学
物質を網羅的に調査

有毒ガスの発
生源に該当し
ない

Ｙ保有量が少量，製品性状から
漏えいし難い等

有毒化学物質に該当するか

化学物質及び構成部材並びにこ
れらの反応によって生成する化学
物質を調査する

有毒化学物質に該当するか有毒化学物質に該当するか

地方公共団体の定める地域防
災計画，法令に基づく届出情
報の開示請求により，再処理
事業所外の化学物質を調査

Ｙ

Ｎ
有毒ガスの
発生源に該
当しない

Ｎ 有毒ガスの
発生源に該
当しない

Ｎ

Ｙ Ｙ Ｙ



発生メカニズム 発生メカニズムに関与する物質 発生メカニズムに関与する物質の調査（含既許可との関係）

自然
現象

火山 降下火砕物，火山ガス
既許可（外部衝撃：火山）で調査済のため，調査対象外
降下火砕物を選定し，亜硫酸ガス，硫化水素，ふっ化水素等の毒性の
ある成分が付着していることを考慮

火災 森林，草原
既許可（外部衝撃：外部火災）で調査済のため，調査対象外
森林火災（草原火災を包絡）を選定し，火災の二次的影響であるばい
煙及び有毒ガスを考慮

生命活動 生物又は生物の死骸 既許可（外部衝撃：その他外部事象）で調査済のため，調査対象外
敷地周辺には毒性ガスの発生源がないことを確認

人為
事象

生
産
活
動

直接放出 気体状の化学物質 当該メカニズムに関与する化学物質及び構成部材については，第12条
「化学薬品の漏えいに伴う損傷の防止」における化学薬品（構成部材と
反応する場合を含む。）を考慮する方針を踏まえ整理されている。
本方針に加え，敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスによる施設へ
の影響並びに第20条第３項第１号に規定される「有毒ガスの発生源」
を踏まえた制御室の運転員及び敷地内の作業員への影響を考慮し，
化学薬品の漏えいに伴うものを含めた再処理事業所内において想定さ
れる有毒ガスの発生源を網羅的かつ体系的に調査する。

状態
変化

揮発 液体状の化学物質
昇華 固体状の化学物質

化学
変化

分解
化学物質×熱・光・水（湿分）・微生
物等，設備・資機材・廃棄物の構成
部材×熱・光・水（湿分）・微生物等

混触 化学物質×化学物質
接触 化学物質×構成部材
燃焼 燃料，廃棄物（可燃物）

火災・爆発 化学物質，設備・資機材・廃棄物の
構成部材（可燃物），燃料

内部火災：既許可（内部火災）で調査済のため，調査対象外
再処理施設特有の火災及び爆発事象や，潤滑油，燃料油，有機溶
媒等，硝酸ヒドラジン，水素，プロパン，分析試薬を選定し，火災の二
次的影響である煙，流出流体や消火時に発生する有毒ガスを考慮
外部火災：既許可（外部衝撃：外部火災）で調査済み
近隣の工場，石油コンビナート等特別防災区域等での火災及び爆発等
を選定し火災の二次的影響であるばい煙及び有毒ガスを考慮

６．２ 有毒ガスの発生源の網羅的・体系的な抽出
（１）有毒ガスを含む大気汚染物質の発生メカニズムの整理

※ 有毒ガスを含む大気汚染物質を直接的に発生させる反応機構や事象を整理。地震のように間接的に有毒ガス発生の要因となる事象は発生メカニズムには含まない。
28

 敷地内及び敷地周辺で発生する有毒ガスの発生源を，施設への影響，人への影響及び有毒ガスの発生
要因を踏まえ，網羅的かつ体系的に調査する。

 このため，有毒ガスを含む大気汚染物質の発生メカニズム※を，文献調査等により幅広に整理し，当該発
生メカニズムに関与する物質を調査する（下表）。

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9
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６．２ 有毒ガスの発生源の網羅的・体系的な抽出
（４）敷地内の固定源（構成部材）

 構成部材は，以下のとおり調査する。
 敷地内：設計図書（施工図面等）の確認及び必要に応じ現場確認等により，存在する全ての構

成部材を対象に調査
 敷地外：化学物質を保有する事業所の業種等を考慮し推定した構成部材を対象に調査

 調査の結果，抽出した構成部材を以下に示す。

材質 使用例

金属

炭素鋼 化学薬品以外の貯槽，配管，フィルタ類，
ダクト，回転機器 等

ステンレス鋼 化学薬品を含む塔槽類，配管 等
ジルコニウム 溶解槽
ハステロイ 焙焼炉，還元炉
アルミニウム 粉末缶，計装機器カバー
銅 アース線
亜鉛 亜鉛メッキ

セラミックス レンガ 耐熱剤
ガラス（ほうけい酸ガラス，ガラス繊維） 遮へい窓，フィルタろ材

高分子材料

ＰＶＣ ケーブル被覆 等
ポリエチレン 遮へい扉，遮へいスラブ 等
ゴム ホース 等
木材 枕木等
紙類 書類，キムタオル等
塗料 塗装剤
活性炭 吸着剤

複合材料 コンクリート（モルタル，セメント含む） 躯体，耐火材

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9
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６．２ 有毒ガスの発生源の網羅的・体系的な抽出
（６）敷地内の可動源

 敷地内の可動源は，敷地内の固定源に保有している設備，資機材，試薬類，生活用品ごとに含ま
れる全ての化学物質について，タンクローリや車両等の輸送容器で輸送されるものを対象とする。

 調査の結果，抽出した敷地内の可動源（化学物質の種類ごとに最も輸送量が多く，影響の大きい１
台）を以下に示す。

化学物質名称 輸送先 荷姿
硝酸 試薬建屋 タンクローリ
リン酸トリブチル 試薬建屋 タンクローリ
n-ドデカン 試薬建屋 タンクローリ
硝酸ヒドラジン 試薬建屋 タンクローリ
硝酸ヒドロキシルアミン 試薬建屋 タンクローリ
液体二酸化窒素 ウラン脱硝建屋 専用容器
水酸化ナトリウム 試薬建屋 タンクローリ
アンモニア ガラス固化技術開発建屋 タンクローリ
メタノール 第2一般排水処理建屋 タンクローリ
硫酸 ユーティリティ建屋 タンクローリ
次亜塩素酸ナトリウム 一般排水処理建屋 タンクローリ
ポリ塩化アルミニウム 一般排水処理建屋 タンクローリ
液化酸素 ユーティリティ建屋 タンクローリ
重油 ボイラ用燃料受入れ・貯蔵所 タンクローリ
軽油 屋内貯蔵所 ドラム缶
消火剤（エチレングリコー
ル等） 第1保管庫・貯水槽 ドラム缶
アセチレン ガラス固化技術開発建屋 ガスボンベ
二酸化炭素 精製建屋 ガスボンベ
液化石油ガス 低レベル廃棄物処理建屋 タンクローリ
混合ガス（ヘリウム+イソ
ブタン） 環境管理建屋 ガスボンベ
混合ガス（一酸化窒素
+窒素） 主排気筒管理建屋 ガスボンベ

化学物質名称 輸送先 荷姿
混合ガス（酸素+水素+
窒素） ユーティリティ建屋 ガスボンベ
混合ガス（酸素+窒
素） 低レベル廃棄物処理建屋 ガスボンベ
FK5-1-12 燃料加工建屋 ガスボンベ
HFC-227ea（R-
227ea） 低レベル廃棄物処理建屋 ガスボンベ
HFC-23（R-23） 再処理事務所 ガスボンベ
冷媒（R-410A） ガラス固化体受入れ建屋 ガスボンベ
アルゴン チャンネルボックス・バーナブル

ポイズン処理建屋 ガスボンベ
混合ガス（アルゴン+ヘリ
ウム） エネルギー管理建屋 ガスボンベ
混合ガス（水素+窒
素） 還元ガス製造建屋 ガスボンベ
混合ガス（メタン+アルゴ
ン） 分析建屋 ガスボンベ
混合ガス（水素+アルゴ
ン） 燃料加工建屋 ガスボンベ
水素 精製建屋 ガスボンベ
窒素 ユーティリティ建屋 タンクローリ
ヘリウム 分析建屋 ガスボンベ
メタン ウラン脱硝建屋 ガスボンベ

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9
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６．２ 有毒ガスの発生源の網羅的・体系的な抽出
（７）敷地外の固定源 ①法令に基づく届出情報による調査方法

＜設計基準＞
第９条 整理資料 補足説明資料5-9

※1：保有量の届出義務はあるが，化学物質の使用禁止を目的とした法令であり，主に医療用，研究用などに限定され，取扱量は少量と想定されるため対象外とした。
※2：保有量の届出義務はあるが，放射性同位元素の数量に係るものであることから対象外とした。
※3：保有量の届出義務はあるが，人の健康の保護を目的とした法令ではなく，急性毒性に係る情報もないことから対象外とした。
※4：都市ガスに係る法律。再処理施設から10km圏内に都市ガスはないため対象外とした。
※5：再処理施設から10km圏内に石油コンビナートがあるため対象である。県の防災計画および事業者の公開情報より直接情報を入手した。

 敷地外の固定源は，地方公共団体の定める地域防災計画を確認する他，法令に基づく届出情報の
開示請求により，有毒ガスの発生により再処理施設に影響があると考えられる範囲（中央制御室から
半径10km以内。ただし，10km以遠であっても，その近傍に立地している化学工場は対象）に保有さ
れている化学物質を調査する。

 法令に基づく届出情報の開示請求を以下に示す（黄色ハッチングが対象法令）。

法律名
保有量等に
係る届出義務
（○：あり，
×：なし）

開示請求の
対象選定

（○：対象，
×：対象外）

化学物質の審査及び製造等の規制に関
する法律 × ×

特定化学物質の環境への排出量の把握
等及び管理の改善の 促進に関する法律 × ×

毒物及び劇物取締法 ○ ○
環境基本法 × ×
大気汚染防止法 × ×
水質汚濁防止法 × ×
土壌汚染対策法 × ×
農薬取締法 × ×
悪臭防止法 × ×
廃棄物の処理及び清掃に関する法律 × ×
下水道法 × ×
海洋汚染等及び海上災害の防止に関す
る法律 × ×

ダイオキシン類対策特別措置法 × ×
ポリ塩化ビフェニル廃棄物の適正な処理の
推進に関する特別措 置法 × ×

特定物質の規制等によるオゾン層の保護
に関する法律 × ×

フロン類の使用の合理化及び管理の適正
化に関する法律 × ×

法律名
保有量等に
係る届出義務
（○：あり，
×：なし）

開示請求の
対象選定

（○：対象，
×：対象外）

地球温暖化対策の推進に関する法律 × ×
食品衛生法 × ×
水道法 × ×
医薬品，医療機器等の品質，有効性及
び安全性の確保等 に関する法律 × ×

建築基準法 × ×
有害物質を含有する家庭用品の規制に
関する法律 × ×

労働安全衛生法 × ×
肥料取締法 × ×
麻薬及び向精神薬取締法 ○ ×※1

覚せい剤取締法 ○ ×※1

消防法 ○ ○
飼料の安全性の確保及び品質の改善に
関する法律 × ×

放射性同位元素等による放射線障害の
防止に関する法律 ○ ×※2

高圧ガス保安法 ○ ○
液化石油ガスの保安の確保及び取引の適
正化に関する法律 ○ ×※3

ガス事業法 ○ ×※4

石油コンビナート等災害防止法 ○ ○※5
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６．３ 有毒ガス防護対策
（３）作業リスクに応じた防護具の着用

＜設計基準＞
第12条 整理資料 補足説明資料3-1

 作業員は，社内規定に従い，作業環境並びに取り扱う化学物質の特性・危険性・有害性に応じて，適切な防護具
を着用することにより，化学薬品の万一の漏えいに備える。
 敷地内における化学物質の漏えいにより発生する有毒ガスに対する防毒マスク及び吸収缶※は，有毒ガスの種類

及び濃度に応じたものとする。
 敷地外から発生する有毒ガスに対しても同様の防毒マスク及び吸収缶を使用する。
 なお，予期せず発生する有毒ガスに対しては，酸素呼吸器等による対応を行うとともに，有毒ガスの種類及び濃

度が特定できた場合には，有毒ガスの種類に応じた適切な防毒マスクを着用する。

※制御室の運転員及び緊急時対策所の指示要員に対して配備する硝酸及び窒素酸化物用の吸収缶は，フッ化水素，塩化水素，硫化
水素，二酸化硫黄，塩素，n-ヘキサン，ベンゼン，トルエン，メタノール等にも対応可能である。アンモニアについては当該吸収缶の機能
に期待できないが，アンモニアの保有場所は，ガラス固化技術開発建屋のみに限定され，再処理施設の主要な建屋から離れていることから，
制御室の運転員，緊急時対策所の指示要員及び再処理施設の屋外の作業員（アンモニア受入れ時の立会人及びアンモニアの漏えい時
に終息活動を行う作業員を除く）に対して影響を及ぼさないため，アンモニアの吸収缶を配備する必要はない。敷地内にアンモニアを受け入
れる場合には，同時に他の化学物質の受入れを行わないことから，複数の種類の吸収缶を同時に使用する必要はなく，アンモニア受入れ
時の立会人はアンモニア用の吸収缶を取り付けた防毒マスクを携行するとともに，万一の漏えい時に終息活動を行う作業員についても同防
毒マスクを着用することで，有毒ガスから防護できる。

防護具の例

ケミカルスーツ耐薬品性手袋 防毒マスク
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６．４．１ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価対象の抽出）
（４）抽出結果 ③敷地内の可動源
 有毒ガス濃度評価対象とする敷地内の可動源を以下に示す。

有毒化学物質 最大輸送量
[m3]

濃度
[％]

物質換算
[kg] 荷姿 輸送先

硝酸 7.3 62 6,200 タンクローリ 試薬建屋
液体二酸化窒素 0.82 100 1,200 専用容器 ウラン脱硝建屋
アンモニア 3.0 25 670 タンクローリ ガラス固化技術開発建屋
メタノール 1.97 50 900 タンクローリ 第２一般排水処理建屋

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8





６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（１）評価条件の設定 ①有毒ガスの発生事象の想定
 再処理施設において考慮すべき異常事象（外部事象，内部事象，運転時の異常な過渡変化及び設計基準事故）と

して，機器の単一の破損（想定破損），系統からの放出（消火剤），基準地震動による地震力に起因する機器の破
損，その他の要因（地震以外の自然現象の波及的影響による機器の破損，誤操作等）及び事故等により，有毒ガス
が発生することを想定する。

 有毒ガスの発生事象は，有毒ガスの発生要因ごとの影響を全て包絡するため，有毒ガスの発生量が最大となる評価条
件となるよう設定する。
 固定源：貯蔵容器全てが損傷※1し，内包する化学物質が全量流出することにより有毒ガスが発生する
 可動源：影響の最も大きい輸送容器が一基損傷し，内包する化学物質が全量流出することにより有毒ガスが発生

する（複数の敷地内の可動源の運搬は同時に行わない運用とすることを前提）
有毒ガスの発生要因（外部事象及び内部事象） 発生メカニズム 関与する物質

外部事象 自然現象 火山※2 火山 降下火砕物，火山ガス
森林火災※2 火災 森林

人為事象 有毒ガス 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼 化学物質，構成部材
再処理事業所内における化学物質の漏えい
近隣工場等の火災※2 火災・爆発 化学物質，構成部材
爆発※2

航空機落下※2

内部事象（地震等が内部事
象に波及することを含む）

内部火災※ 火災・爆発 化学物質，構成部材
溢水 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼 化学物質，構成部材
化学薬品の漏えい

運転時の異常な過渡変化 火災への拡大 揮発，分解 化学物質，構成部材
爆発への拡大 揮発，分解
機器の過加熱 揮発，昇華，分解
放射性物質の浄化機能の低下 直接放出
外部電源喪失 直接放出

設計基準事故 火災 火災・爆発
爆発
臨界 揮発，分解
漏えい 揮発，分解，混触，接触
使用済燃料集合体等の破損 直接放出
短時間の全動力電源の喪失 直接放出

53
※1：再処理施設の特徴として，化学薬品を保有する機器及び配管は耐震性を確保しているが，厳しい評価結果を与える条件を設定する。
※2：火災又は爆発により発生する有毒ガス及び降下火砕物は，既許可において外部事象及び内部事象に対する影響評価の中で検討済み。

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8











 有毒ガスの単位時間当たりの放出量（放出率）は，放出源の形態（揮発，拡散，反応等）に応じた
評価式を用いて実施する。

 大気拡散の評価は，「発電用原子炉施設の安全解析に関する気象指針」における大気拡散の解析モデ
ル（ガウスプルームモデル）に基づく評価式を用いて実施する。
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評価式 適用 対象物質

放
出
率
の
評
価

EPA及びNOAA※が開発した解析ソフトウェア
「ALOHA」の評価式

容器から漏えいした液体の揮発
に適用

硝酸，アンモニア，
メタノール

フィックの法則に基づく拡散速度の評価式 空気より重い液化ガスが漏えい，
建屋内に充満し，徐々に拡散す
る場合に適用

液体二酸化窒素
（建屋内）

石油コンビナートの防災アセスメント指針における
液体流出時の災害現象解析モデル式

沸点が外気温より低い流体が漏
えいし気体と液体のそれぞれで放
出される場合に適用

液体二酸化窒素
（建屋外）

石油コンビナートの防災アセスメント指針における
気体流出時の災害現象解析モデル式

大気圧よりも高圧の気体として保
有するガスの漏えいに適用

一酸化窒素

化学反応式からの評価 反応により生成するガスに適用 反応によるNOx
反応による塩素

（大気拡散）
ガウスプルームモデル

建屋外に放出後の大気拡散評
価に適用

大気放出後のす
べての物質

※ EPA：米国環境保護庁 NOAA：米国海洋大気庁

６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（１）評価条件の設定 ⑤評価モデル

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8







 ガラス固化技術開発建屋に保管するアンモニアは，「ALOHA」の評価式により放出率を算出する。
 ガラス固化技術開発建屋については，換気空調設備が停止していることを想定し，液だまりからのアンモニ

アの蒸発率を，建屋外壁の開口部等からの放出率とする。

制御室等

６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（２）敷地内の固定源の放出率評価 ②アンモニア

約32.2℃※におけるアンモニアの分圧

建屋
液量
[m3]

濃度
[wt%]

分圧
[Pa]

堰面積
[m2]

蒸発率
[kg/s]

ガラス固化技術開発建屋 1.3×101 2.5×101 7.53×104 2.60×103 4.7×10-1
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＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8

※アンモニアを保有するタンクを設置している部屋の換気空調設備は，地震
等の異常により換気空調設備の機能が喪失することが想定されるが，当該
部屋にはヒータやボイラ等の加熱源がなく，また，アンモニアが漏えいした場
合には発熱を伴う化学反応は発生せず，さらに，蒸発に伴って周囲の熱を
奪うことから，地震等で換気空調設備の機能が喪失した場合でも，室温が
短時間で外気温と同じ37℃に上昇し，沸点（38℃）近傍となることは考
えられない。なお，仮に何らかの要因によって室温が上昇したことを想定した
場合でも，アンモニアの蒸発率は30℃から１℃温度上昇しても約７％増
加する程度である。６．４．３（５）のとおり，アンモニアの外気濃度はこ
の程度であって，室温が評価結果に与える影響は僅かである。
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６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（２）敷地内の固定源の放出率評価 ⑦反応により発生する塩素

 次亜塩素酸ナトリウムと酸性溶液（硫酸，ポリ塩化アルミニウム）との反応により発生する塩素は，各化
学物質同士の化学反応式に基づく生成率の評価式により放出率を算出する。

 各化学物質を保有する貯槽の間には，混触を防止のための堰や，漏えいを回収するためのドレンファンネ
ルを有するため，化学物質同士の接触及び混合にはある程度時間を要すると考えられることから，反応は
１時間継続することを想定する。

 ユーティリティ建屋については，換気空調設備が停止していることを想定し，また，一般排水処理建屋及
び第２一般排水処理建屋については，換気空調設備がない（通風のための換気扇のみ）ことを想定し，
塩素の生成率を，建屋外壁の開口部等からの放出率とする。

塩素の生成率[kg/s] 𝑄𝑄 =
𝑙𝑙 × 𝑀𝑀
𝑇𝑇

塩素の生成量[mol] 𝑙𝑙

塩素の分子量[kg/mol] 𝑀𝑀
反応及び放出の継続時間[s] 𝑇𝑇

次亜塩素酸ナトリウムと酸性溶液との化学反応式
4NaClO＋2H₂SO₄→2Cl₂↑＋O₂＋2H₂O＋2Na₂SO₄
5NaClO＋2Al₂(OH)Cl₅＋5H₂O→5Cl₂↑＋4Al(OH)₃＋5NaCl

１molの次亜塩素酸ナトリウムあたりの塩素生成量は硫酸よりもポリ塩
化アルミニウムの方が多いことから，まず，次亜塩素酸ナトリウムとポリ塩
化アルミニウムとの反応が全て完了した後，次亜塩素酸ナトリウムが残
留していた場合に，硫酸との反応により塩素が発生することを考える。

建屋 次亜塩素酸ナトリ
ウム[mol]

硫酸
[mol]

ポリ塩化アルミニウ
ム[mol]

塩素の生成量
[mol]

生成率
[kg/s]

ユーティリティ建屋 5.80×103 7.96×104 1.44×103 4.70×103 9.3×10-2

一般廃水処理建屋 6.38×103 1.09×103 8.62×102 3.25×103 6.4×10-2

第２一般廃水処理建屋 2.62×103 1.82×102 2.10×102 7.10×102 1.4×10-2

次亜塩素酸ナトリウムと酸性溶液の化学反応
式に基づく塩素の生成率の評価式

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8











６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（５）有毒ガス濃度評価結果 ①中央制御室
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，中央制御室の外気取入口の有
毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確認した。

 敷地内の可動源のうち，試薬建屋に輸送する硝酸及びウラン脱硝建屋に輸送する液体二酸化窒素について，中央制
御室の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

N

（ユーティリティ建屋）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
模擬廃液貯蔵庫
（一般排水処理建屋）
（第２一般排水処理建屋）

硝酸
メタノール
混触NOx
塩素

3.9×10-1 影響なし

NNE

（模擬廃液貯蔵庫）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
一般排水処理建屋
第２一般排水処理建屋
（主排気筒）

硝酸
メタノール
一酸化窒素
混触NOx
塩素

3.6×10-1 影響なし

NE

（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（第２一般排水処理建屋）
主排気筒
一般排水処理建屋
（試薬建屋）

硝酸
メタノール
一酸化窒素
混触NOx
塩素

3.3×10-1 影響なし

ENE
（主排気筒）
（一般排水処理建屋）
試薬建屋
（出入管理建屋）

硝酸
一酸化窒素
混触NOx
塩素

4.0×10-1 影響なし

E （試薬建屋）
出入管理建屋

硝酸
混触NOx 1.2×10-1 影響なし

ESE 出入管理建屋
（ウラン脱硝建屋）

硝酸
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

9.2×10-1 影響なし

SE
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
（燃料加工建屋）

硝酸
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

9.2×10-1 影響なし

SSE
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
燃料加工建屋
（ガラス固化技術開発建屋）

硝酸
アンモニア
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

9.5×10-1 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

S

（ウラン脱硝建屋）
出入管理建屋
燃料加工建屋
ガラス固化技術開発建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）

硝酸
アンモニア
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

5.5×10-1 影響なし

SSW

（燃料加工建屋）
（ガラス固化技術開発建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
アンモニア
混触NOx

8.9×10-1 影響なし

SW
（出入管理建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
混触NOx 8.6×10-1 影響なし

WSW
（低レベル廃液処理建屋）
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
混触NOx 8.3×10-1 影響なし

W （低レベル廃棄物処理建屋）
分析建屋

硝酸
混触NOx 7.7×10-1 影響なし

WNW （分析建屋） 硝酸
混触NOx 1.7×10-1 影響なし

NW （ユーティリティ建屋） 塩素 1.6×10-1 影響なし

NNW
ユーティリティ建屋
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触NOx
塩素

2.0×10-1 影響なし

※（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 ENE 1.6×102 6.2×100 影響あり
液体二酸化窒素 SE 3.0×102 1.5×101 影響あり
アンモニア SSW 1.8×102 6.1×10-1 影響なし
メタノール ESE 7.2×102 3.3×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8



６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（５）有毒ガス濃度評価結果 ②使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確
認した。

 敷地内の可動源のうち，試薬建屋に輸送する硝酸について，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外気
取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価
N （ユーティリティ建屋） 塩素 6.5×10-1 影響なし

NNE （一般排水処理建屋）
（第２一般排水処理建屋）

メタノール
塩素 7.1×10-1 影響なし

NE 一般排水処理建屋
第２一般排水処理建屋

メタノール
塩素 9.9×10-1 影響なし

ENE （第２一般排水処理建屋）
一般排水処理建屋

メタノール
塩素 9.9×10-1 影響なし

E （一般排水処理建屋） 塩素 8.5×10-1 影響なし

ESE （主排気筒）
（試薬建屋）

硝酸
一酸化窒素
混触NOx

1.1×10-1 影響なし

SE 主排気筒
試薬建屋

硝酸
一酸化窒素
混触NOx

1.1×10-1 影響なし

SSE

（主排気筒）
試薬建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（燃料加工建屋）
（ガラス固化技術開発建屋）

硝酸
アンモニア
液体二酸化窒素及びNOxガス
一酸化窒素
混触NOx

1.5×10-1 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

S

（試薬建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
燃料加工建屋
ガラス固化技術開発建屋
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
アンモニア
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

3.9×10-2 影響なし

SSW

（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（燃料加工建屋）
（ガラス固化技術開発建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
アンモニア
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

6.7×10-1 影響なし

SW
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
低レベル廃棄物処理建屋
模擬廃液貯蔵庫

硝酸
混触NOx 6.3×10-1 影響なし

WSW （低レベル廃棄物処理建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触NOx 6.3×10-1 影響なし

W 対象なし - - 影響なし
WNW （ユーティリティ建屋） 塩素 5.8×10-1 影響なし
NW ユーティリティ建屋 塩素 6.5×10-1 影響なし

NNW ユーティリティ建屋 塩素 6.5×10-1 影響なし

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 SE 9.8×101 3.9×100 影響あり
液体二酸化窒素 S 5.2×102 2.6×10-1 影響なし
アンモニア SSW 9.4×101 3.1×10-1 影響なし
メタノール ESE 5.2×102 2.4×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。

※（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。

＜設計基準＞
第20条 整理資料 補足説明資料2-8



６．４．３ スクリーニング評価（有毒ガス濃度評価）
（５）有毒ガス濃度評価結果 ③緊急時対策所
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，緊急時対策所の外気取入口の
有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確認した。

 敷地内の可動源のうち，試薬建屋に輸送する硝酸及びウラン脱硝建屋に輸送する液体二酸化窒素について，緊急時
対策所の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

N
（主排気筒）
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
一般排水処理建屋
第２一般排水処理建屋

硝酸
メタノール
一酸化窒素
混触NOx
塩素

1.6×10-1 影響なし

NNE （一般排水処理建屋）
（第２一般排水処理建屋）

メタノール
塩素 9.0×10-2 影響なし

NE 該当なし - - 影響なし
ENE 該当なし - - 影響なし

E 該当なし - - 影響なし
ESE 該当なし - - 影響なし
SE 該当なし - - 影響なし
SSE 該当なし - - 影響なし
S （ガラス固化技術開発建屋） アンモニア 3.4×10-2 影響なし

SSW ガラス固化技術開発建屋
（燃料加工建屋）

硝酸
アンモニア
混触NOx

4.2×10-2 影響なし

SW （ガラス固化技術開発建屋）
燃料加工建屋

硝酸
アンモニア
混触NOx

4.8×10-2 影響なし

WSW

燃料加工建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

2.3×10-1 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

W

（燃料加工建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
液体二酸化窒素及びNOxガス
混触NOx

2.3×10-1 影響なし

WNW

（低レベル廃液処理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（低レベル廃棄物処理建屋）
（主排気筒）
分析建屋
出入管理建屋
（試薬建屋）
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（ユーティリティ建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
液体二酸化窒素及びNOxガス
一酸化窒素
混触NOx
塩素

3.3×10-1 影響なし

NW

（分析建屋）
（出入管理建屋）
主排気筒
試薬建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
ユーティリティ建屋
模擬廃液貯蔵庫

硝酸
一酸化窒素
混触NOx
塩素

1.1×10-1 影響なし

NNW

（試薬建屋）
（ユーティリティ建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）
主排気筒
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
（一般排水処理建屋）
（第２一般排水処理建屋）

硝酸
メタノール
一酸化窒素
混触NOx
塩素

2.0×10-1 影響なし

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 WNW 2.2×102 8.8×100 影響あり
液体二酸化窒素 W 3.5×101 1.8×100 影響あり
アンモニア SSW 2.0×102 6.5×10-1 影響なし
メタノール WNW 1.7×103 7.6×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。

※（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。

＜設計基準＞
第26条 整理資料 補足説明資料2-5







防護対象 考え方

重
大
事
故

設
備

重大事故等対処設備 重大事故等の発生防止・拡大防止・影響緩和のための重大事故等対処設備を設
けるとともに，可搬型の重大事故等対処設備を用いた対処を行う体制及び手順を
整備することとしており，重大事故等対処設備を防護する。

要
員

重大事故等対処要員
（制御室，緊急時対策所，
屋内外アクセスルート）

重大事故等の発生時には，制御室，緊急時対策所及び屋内外のアクセスルート
において，初動対応，指揮，通報連絡，重大事故等対策，放射性物質の拡散
を抑制するための対策といった重大事故等対処を行う必要があり，対処する要員を
防護する。

７．１ 防護対象の選定

 再処理施設の安全性を確保する観点から，重大事故等対処に必要な設備及び要員（有毒ガス防護対
象者）を選定
（設備）：重大事故等対処設備
（要員）：重大事故等対処要員（制御室，緊急時対策所及び屋内外の現場において重大事故等対

処を行う非常時対策組織要員（実施組織要員及び本部員・支援組織要員））
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＜重大事故＞
第28条 整理資料 本文
第33条 整理資料 補足説明資料2-13，2-22，2-27
第44条 整理資料 補足説明資料2-9
第46条 整理資料 補足説明資料2-1，2-2



固定源及び可動源 有毒ガス防護対象者の活動場所 対象発生源

敷
地
内
の
固
定
源

再
処
理
施
設
内

安 全 上 重
要 な 構 築
物内

制御室
屋内のアクセスルート上の化学薬品を保有する機器・配管の耐震対策を実施することから，対象発生源はない。緊急時対策所

屋外アクセスルート
屋内アクセスルート

上記以外

制御室 スクリーニング評価の結果，対象発生源はない。緊急時対策所
屋外アクセスルート スクリーニング評価の結果，対象発生源として以下を特定

硝酸，窒素酸化物（液体二酸化窒素，NOxガス，混触NOx）
屋内アクセスルート 重大事故等対処を行う建屋内に有毒ガスが流入することは考えにくいことから，影響はない。

再処理施設外
制御室

スクリーニング評価の結果，対象発生源はない。緊急時対策所
屋外アクセスルート
屋内アクセスルート 重大事故等対処を行う建屋内に有毒ガスが流入することは考えにくいことから，影響はない。

敷地内の可動源
制御室 スクリーニング評価の結果，対象発生源として以下を特定

硝酸，液体二酸化窒素緊急時対策所
屋外アクセスルート
屋内アクセスルート 重大事故等対処を行う建屋内に有毒ガスが流入することは考えにくいことから，影響はない。

敷地外の固定源
制御室

敷地外の固定源が，再処理施設に影響を及ぼすことはないと考えられることから，対象発生源はない。緊急時対策所
屋外アクセスルート
屋内アクセスルート

敷地外の可動源
制御室

敷地外の可動源が，再処理施設に影響を及ぼすことはないと考えられることから，対象発生源はない。
（予期せず発生する有毒ガスとして考慮する）

緊急時対策所
屋外アクセスルート
屋内アクセスルート
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７．２ 有毒ガスの発生源の網羅的な抽出

 重大事故等対処時においても，設計基準において網羅的に調査した有毒ガスの発生源を考慮する必要がある。
 制御室及び緊急時対策所にとどまる重大事故等対処要員に対しては，スクリーニング評価を行うことにより，対象発生

源を特定し，有毒ガス影響評価を行う。
 屋外アクセスルートの重大事故等対処要員に対しては，スクリーニング評価を行うことにより，対象発生源を特定し，有

毒ガス影響評価を行う。
 屋内アクセスルートの重大事故等対処要員に対しては，アクセスルート上の化学薬品を保有する機器・配管の耐震対策

を実施することから，対象発生源はない。

＜重大事故＞
第28条 整理資料 本文
第33条 整理資料 補足説明資料2-13，2-22，2-27
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-6





※1: 地震が内部事象（内部火災，溢水，化学薬品の漏えい）に波及することを考慮して化学物質及び構成部材からの有毒ガスの発生を想定する。

 有毒ガスの発生要因となる重大事故及びその起因事象を踏まえ，有毒ガス防護に係る影響評価を実施する。
 有毒ガスの発生メカニズムは，「地震」と「火山の影響」の２つに包絡される。

 化学物質及び構成部材が関与する全ての発生メカニズムは，「地震」によって引き起こされる。
 降下火砕物及び火山ガスは，「火山の影響」に関与する。

有毒ガスの発生要因
（重大事故及びその起因事象）

発生
メカニズム 関与する物質

臨界事故 揮発，分解 化学物質，構成部材
起因事象①：複数の動的機器の多重故障及び多重誤作動並びに運転員の
多重誤操作による多量の核燃料物質の集積

なし －

蒸発乾固 揮発，分解 化学物質，構成部材
起因事象①：地震※1 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼，

火災・爆発
化学物質，構成部材

起因事象②：火山の影響 火山 降下火砕物，火山ガス
起因事象③：動的機器の多重故障 なし －
起因事象④：長時間の全交流動力電源の喪失 直接放出 化学物質，構成部材

水素爆発 火災・爆発 化学物質，構成部材
起因事象①：地震※1 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼，

火災・爆発
化学物質，構成部材

起因事象②：火山の影響 火山 降下火砕物，火山ガス
起因事象③：動的機器の多重故障 なし －
起因事象④：長時間の全交流動力電源の喪失 直接放出 化学物質，構成部材

有機溶媒等による火災又は爆発 火災・爆発 化学物質，構成部材
起因事象①：技術的な想定を超えた溶液の供給停止回路の誤作動 なし －

使用済燃料の損傷（想定事故１） 直接放出 化学物質，構成部材
起因事象①：火山の影響 火山 降下火砕物，火山ガス
起因事象②：長時間の全交流動力電源の喪失 直接放出 化学物質，構成部材
起因事象③：地震※1 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼，

火災・爆発
化学物質，構成部材

使用済燃料の損傷（想定事故２） 直接放出 化学物質，構成部材
起因事象①：地震※1 直接放出，揮発，昇華，分解，混触，接触，燃焼，

火災・爆発
化学物質，構成部材

起因事象②：補給水設備等の機能喪失 なし －
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７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（１）評価条件の設定 ①有毒ガスの発生事象の想定（１／２）

＜重大事故＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-6





漏えいした化学物質の拡大範囲及び他の化学物質や構成部材との反応の有無は，建屋の
壁，扉，堰の設置状況や，「地震」に対する当該設備の機能維持の有無を踏まえ，最も厳
しいと考えられる評価条件を設定する。

発生源 建屋（壁） 扉及び堰 ドレンファンネル 飛散防止措置 塗装
敷 地 内 の
固定源

安 全 上 重
要 な 構 築
物※

化学薬品を保有する機器・配管の耐震対策を実施することから，漏えいの拡大範囲に係る評価条件の設定は不
要。

安 全 上 重
要 な 構 築
物以外

「地震」にする機能維持を担保し
ていないことから，機能を期待し
ない。ただし，異常事象により損
傷した場合でも自らが瓦礫となっ
て漏えいした化学物質を建屋外
に拡大させない効果を有すること
から，同効果を期待し，建屋
外壁以上には漏えいが拡大しな
いことを想定する。また，現実的
には，発生した有毒ガスは建屋
内で拡散・希釈されてから建屋
外壁の開口部等から放出される
ため，保有量の多い硝酸及び
窒素酸化物以外については，
建屋内にとどまることを想定する。

「地震」に対する
機 能 維 持 を 担
保していないこと
から，機能を期
待しない。

「地震」に対する
機 能 維 持 を 担
保していないこと
から，機能を期
待しない。

保 守 点 検 等 の
適切な運用によ
り健全性を維持
することから，漏
えいした化学物
質は，壁や天井
には飛散せず，
床面に拡大する
ことを想定する。

保 守 点 検 等 の
適切な運用によ
り健全性を維持
することから，漏
えいした化学物
質が床面に拡大
した場合に，周
辺に存在する塗
装されていない
炭素鋼等との反
応により有毒ガス
が発生することを
想定する。

敷地内の可動源 漏えいした化学物質は，液だまり形成時の厚さが５mmになるまで拡大することを想定する（厚さ５mmは有毒
化学物質の漏えい・放出を評価する解析ソフトウェア「ALOHA」を参考に設定）。
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※前処理建屋，分離建屋，精製建屋，ウラン・プルトニウム混合脱硝建屋及び高レベル廃液ガラス固化建屋

７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（１）評価条件の設定 ②漏えいの拡大範囲の想定

＜重大事故＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-6









７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（３）有毒ガス濃度評価結果 ①中央制御室
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，中央制御室の外気取入口の有
毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確認した。

 敷地内の可動源である試薬建屋に輸送する硝酸及びウラン脱硝建屋に輸送する液体二酸化窒素について，中央制御
室の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

N 使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
模擬廃液貯蔵庫

硝酸
混触NOx 3.5×10-2 影響なし

NNE （模擬廃液貯蔵庫）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

硝酸
混触NOx 3.5×10-2 影響なし

NE （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（試薬建屋）

硝酸
混触NOx 5.8×10-3 影響なし

ENE 試薬建屋
（出入管理建屋）

硝酸
混触NOx 1.0×10-1 影響なし

E （試薬建屋）
出入管理建屋

硝酸
混触NOx 1.2×10-1 影響なし

ESE 出入管理建屋
（ウラン脱硝建屋）

硝酸
混触Nox
液体二酸化窒素及びNOxガス

9.2×10-1 影響なし

SE
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
（燃料加工建屋）

硝酸
混触Nox
液体二酸化窒素及びNOxガス

9.2×10-1 影響なし

SSE
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
燃料加工建屋

硝酸
混触Nox
液体二酸化窒素及びNOxガス

9.2×10-1 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

S

（ウラン脱硝建屋）
出入管理建屋
燃料加工建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）

硝酸
混触Nox
液体二酸化窒素及びNOxガス

5.2×10-1 影響なし

SSW

（燃料加工建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
混触Nox 8.6×10-1 影響なし

SW
（出入管理建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
混触Nox 8.6×10-1 影響なし

WSW
（低レベル廃液処理建屋）
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
混触Nox 8.3×10-1 影響なし

W （低レベル廃棄物処理建屋）
分析建屋

硝酸
混触Nox 7.7×10-1 影響なし

WNW （分析建屋） 硝酸
混触Nox 1.7×10-1 影響なし

NW 対象なし - - 影響なし

NNW （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触Nox 3.5×10-2 影響なし

※（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 ENE 1.6×102 6.2×100 影響あり
液体二酸化窒素 SE 3.0×102 1.5×101 影響あり
アンモニア SSW 1.8×102 6.1×10-1 影響なし
メタノール ESE 7.2×102 3.3×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。

＜重大事故＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-6
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，使用済燃料の受入れ施設及び貯
蔵施設の制御室の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確
認した。

 敷地内の可動源のうち，試薬建屋に輸送する硝酸について，使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室の外気
取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（３）有毒ガス濃度評価結果 ②使用済燃料の受入れ施設及び貯蔵施設の制御室

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

N 対象なし - - 影響なし

NNE 対象なし - - 影響なし

NE 対象なし - - 影響なし

ENE 対象なし - - 影響なし

E 対象なし - - 影響なし

ESE （試薬建屋） 硝酸
混触NOx 3.0×10-3 影響なし

SE 試薬建屋 硝酸
混触NOx 3.0×10-3 影響なし

SSE

試薬建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（燃料加工建屋）

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス

2.7×10-2 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

S

（試薬建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
燃料加工建屋
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス

2.5×10-2 影響なし

SSW

（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（燃料加工建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
低レベル廃棄物処理建屋
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス

6.5×10-1 影響なし

SW
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
低レベル廃棄物処理建屋
模擬廃液貯蔵庫

硝酸
混触NOx 6.3×10-1 影響なし

WSW （低レベル廃棄物処理建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触NOx 6.3×10-1 影響なし

W 対象なし - - 影響なし
WNW 対象なし - - 影響なし
NW 対象なし - - 影響なし

NNW 対象なし - - 影響なし

※（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 SE 9.8×101 3.9×100 影響あり
液体二酸化窒素 SSW 5.9×100 3.0×10-1 影響なし
アンモニア SSW 9.4×101 3.1×10-1 影響なし
メタノール ESE 5.2×102 2.4×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。

＜重大事故＞
技術的能力 整理資料 補足説明資料1.0-6
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 全ての敷地内の固定源について，複数の有毒ガスの重ね合わせを考慮した場合でも，緊急時対策所の外気取入口の
有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合の和が１を下回ることを確認した。

 敷地内の可動源である試薬建屋に輸送する硝酸及びウラン脱硝建屋に輸送する液体二酸化窒素について，緊急時対
策所の外気取入口の有毒ガス濃度が，有毒ガス防護判断基準値に対する割合が１を上回ることを確認した。

７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（３）有毒ガス濃度評価結果 ③緊急時対策所

着目方位 敷地内の固定源※1 有毒ガス 基準値との比の和 評価

N （使用済燃料受入れ・貯蔵建屋） -※2 -※2 影響なし

NNE 対象なし - - 影響なし

NE 対象なし - - 影響なし

ENE 対象なし - - 影響なし

E 対象なし - - 影響なし

ESE 対象なし - - 影響なし

SE 対象なし - - 影響なし

SSE 対象なし - - 影響なし

S 対象なし - - 影響なし

SSW （燃料加工建屋） 硝酸
混触NOx 7.6×10-3 影響なし

SW 燃料加工建屋 硝酸
混触NOx 1.4×10-2 影響なし

着目方位 敷地内の固定源※ 有毒ガス 基準値との比の和 評価

WSW

燃料加工建屋
（低レベル廃液処理建屋）
（分析建屋）
（出入管理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（低レベル廃棄物処理建屋）

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス

2.3×10-1 影響なし

W

（燃料加工建屋）
低レベル廃液処理建屋
分析建屋
出入管理建屋
ウラン脱硝建屋
低レベル廃棄物処理建屋

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス

2.3×10-1 影響なし

WNW

（低レベル廃液処理建屋）
（ウラン脱硝建屋）
（低レベル廃棄物処理建屋）
分析建屋
出入管理建屋
（試薬建屋）
（使用済燃料受入れ・貯蔵建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）

硝酸
混触NOx
液体二酸化窒素及びNOxガス 2.2×10-1 影響なし

NW

（分析建屋）
（出入管理建屋）
試薬建屋
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋
模擬廃液貯蔵庫

硝酸
混触NOx 7.6×10-3 影響なし

NNW
（試薬建屋）
（模擬廃液貯蔵庫）
使用済燃料受入れ・貯蔵建屋

硝酸
混触NOx 3.6×10-3 影響なし

※1：（ ）内は評価点と放出点とを結んだ直線が着目方位に隣接する方位にある放出点を示す。
※2：硝酸を保有する貯槽は地下階のみに設置されていることから，対象となる敷地内の固定源がないため，「－」と記載。

敷地内の可動源 着目方位※ 外気濃度[ppm] 基準値との比 評価
硝酸 WNW 2.2×102 8.8×100 影響あり
液体二酸化窒素 W 3.5×101 1.8×100 影響あり
アンモニア SSW 2.0×102 6.5×10-1 影響なし
メタノール WNW 1.7×103 7.6×10-1 影響なし

※全着目方位の中で基準値との比の値が最大のものを記載。
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７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（４）有毒ガス防護措置の成立性 ①制御室及び緊急時対策所
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 スクリーニング評価により特定した対象発生源に対し，以下の有毒ガス防護措置を講じる。
 制御室及び緊急時対策所の換気設備の隔離により，外気を遮断し換気系統の再循環運転が可能

な設計とする
 有毒ガスの種類と濃度に応じた十分な数量の防護具を配備する

 有毒ガス防護措置を講じることにより，有毒ガスに対し，制御室の運転員及び緊急時対策所の指示要
員を防護できることを確認した。

場所 対象発生源 外気濃度
[ppm]

換気設備隔離時の
室内濃度[ppm]

（）内は基準値との比

防護具着用時の
吸気中濃度[ppm]
（）内は基準値との比

評価
換気設備隔離／防護具着用

中央制御室 硝酸 1.6×102 2.5×101（9.9×10-1） 3.1×100（1.2×10-1） 影響なし／影響なし
液体二酸化窒素 3.0×102 2.1×101（1.0×100） 5.9×100（3.0×10-1） 影響あり／影響なし

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室 硝酸 9.8×101 9.8×101（3.9×100） 2.0×100（7.8×10-2） 影響あり／影響なし

緊急時対策所 硝酸 2.2×102 4.5×101（1.8×100） 4.4×100（1.8×10-1） 影響あり／影響なし
液体二酸化窒素 3.5×101 2.5×100（9.8×10-2） 7.0×10-1（2.8×10-2） 影響なし／影響なし

表２ 有毒ガス防護措置（換気設備の隔離／防護具の着用）を考慮した場合の有毒ガス影響評価結果

場所 敷地内の固定源 敷地内の可動源
中央制御室

対象発生源なし

硝酸
液体二酸化窒素

使用済燃料の受入れ施設
及び貯蔵施設の制御室 硝酸

緊急時対策所 硝酸
液体二酸化窒素

表１ 特定した対象発生源
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基準値及び上限値 硝酸 窒素酸化物
有毒ガス防護判断基準値 25ppm 20ppm
定常作業における防毒マスクの使用上限値 1,250ppm 1,000ppm
30分未満作業における防毒マスクの使用上限値 3,750ppm 3,000ppm

表 有毒ガス防護判断基準値及び防毒マスクの使用上限値

 屋外のアクセスルートで作業を行う重大事故等対処要員に対しては，敷地内の固定源（硝酸及び窒素酸化物）及び
敷地内の可動源（硝酸及び液体二酸化窒素）に対し，有毒ガス防護措置として，移動に支障のないルートを選択し
て通行すること及び防毒マスクを着用することにより，有毒ガスから防護できることを有毒ガス影響評価により確認する。

 アクセスルート上又はその近傍で有毒ガスが発生した場合でも，50m程度離れていれば，防毒マスクの使用上限値以
下となるため，防毒マスクを着用することにより通行するアクセスルートの確保が可能である。

図 対象発生源（窒素酸化物）からの距離に応じた有毒ガス濃度図 対象発生源（硝酸）からの距離に応じた有毒ガス濃度
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７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（４）有毒ガス防護措置の成立性 ②屋外のアクセスルート（1/2)
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基準値及び上限値 メタノール
有毒ガス防護判断基準値 2,200ppm
定常作業における防毒マスクの使用上限値 20,000ppm
30分未満作業における防毒マスクの使用上限値 20,000ppm

表 有毒ガス防護判断基準値及び防毒マスクの使用上限値

 屋外のアクセスルートで作業を行う重大事故等対処要員に対しては，敷地内の可動源（メタノール）に対し，有毒ガ
ス防護措置として，移動に支障のないルートを選択して通行すること及び防毒マスクを着用することにより，有毒ガスから
防護できることを有毒ガス影響評価により確認する。

 アクセスルート上又はその近傍で有毒ガスが発生した場合でも，50m程度離れていれば，防毒マスクの使用上限値以
下となるため，防毒マスクを着用することにより通行するアクセスルートの確保が可能である。

図 対象発生源（メタノール）からの距離に応じた有毒ガス濃度
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７．４ 重大事故等対処時における有毒ガス影響評価
（４）有毒ガス防護措置の成立性 ②屋外のアクセスルート（2/2)
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